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加　

藤　

雄　

三

　

は
じ
め
に

　

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
を
築
い
た
一
六
二
四
年
以
来
、
近
年
に
い
た
る
ま
で
、
台
湾
の
統
治
者
は
つ
ね
に
島

外
か
ら
渡
来
し
た
集
団
で
あ
っ
た
（
１
）。

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
台
湾
島
の
か
な
り
の
部
分
を
支
配
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
基
隆
を
短

期
間
占
拠
し
た
ス
ペ
イ
ン
は
い
う
に
及
ば
ず
、
鄭
氏
政
権
も
清
朝
も
全
島
を
実
効
支
配
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
２
）。

　

一
八
九
五
年
、
下
関
条
約
に
も
と
づ
き
、
台
湾
島
と
澎
湖
諸
島
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
。
日
本
は
台
湾
総
督
府
を
設
置
し
、
武
力
弾
圧

も
併
用
し
な
が
ら
、
植
民
地
統
治
体
制
を
整
備
し
て
い
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
に
い
た
る
ま
で
に
、
世
代
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ

ル
ー
プ
の
間
に
相
異
を
残
し
な
が
ら
も
（
３
）、「

内
地
人
」
以
外
の
植
民
地
台
湾
住
民
は
「
台
湾
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
生

し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（
４
）。

以
前
に
は
な
か
っ
た
「
台
湾
人
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
現
は
、
制
度
の
内
に
差
別
を
含
み
な
が
ら
も
公
教

育
が
普
及
し
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
し
（
５
）、

総
督
府
の
全
島
統
治
が
確
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
差
別
的
待
遇
へ
の
反
発
に
も
よ
ろ
う
。

　

一
九
四
五
年
一
〇
月
、「
中
華
民
国
」
政
府
が
カ
イ
ロ
宣
言
に
則
っ
た
か
た
ち
で
接
収
を
開
始
し
た
の
は
、
す
で
に
「
台
湾
人
」
が
出
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現
し
て
い
た
台
湾
島
で
あ
っ
た
。「
台
湾
人
」
た
ち
は
そ
の
意
思
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、「
中
華
民
国
」
人
た
る
も
の
と
さ
れ
、
か
れ
ら

も
新
た
な
祖
国
に
順
応
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
実
、
行
政
長
官
公
署
に
多
方
面
の
権
限
を
集
中
さ
せ
た
統
治
体
制
は
、
よ
い
方
向
に
総
督

府
体
制
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
「
台
湾
人
」
は
不
満
を
募
ら
せ
た
（
６
）。

二
二
八
事
件
へ
の
伏
線
は
島
内
い
た
る
と
こ
ろ
で
敷
か
れ

て
い
っ
た
。

　
「
台
湾
光
復
」
の
わ
ず
か
一
年
四
箇
月
後
に
起
き
た
二
二
八
事
件
前
後
の
資
料
と
記
憶
の
探
索
を
表
立
っ
て
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
っ

て（
７
）、

約
二
十
年
が
経
つ
。
こ
の
間
、
事
件
そ
の
も
の
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
台
湾
接
収
か
ら
国
民
党
政
権
渡
台
ま
で
、
と
き
に
は
そ
れ
以

降
に
つ
い
て
も
あ
つ
か
う
戦
後
社
会
史
研
究
が
多
く
出
現
し
た
。
司
法
に
つ
い
て
見
る
と
、
王
泰
升
を
中
心
と
す
る
研
究
者
た
ち
が
「
国

治
時
期
」
法
制
史
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
８
）。

　

本
稿
は
王
ら
の
先
行
研
究
を
援
用
し
な
が
ら
、「
中
華
民
国
」
に
よ
る
台
湾
接
収
の
う
ち
、
司
法
接
収
に
関
し
て
検
討
す
る
。
と
く
に
、

司
法
接
収
過
程
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
台
湾
お
よ
び
台
湾
人
の
位
置
に
は
注
意
を
は
ら
っ
て
叙
述
し
た
い
。
た
だ
し
、
考
察
の
対
象

期
間
は
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
七
年
の
た
か
だ
か
四
箇
年
に
過
ぎ
な
い
。
資
料
も
台
湾
高
等
法
院
文
牘
科
編
印
『
台
湾
省
司
法
会
議　

報
告
書
・
議
決
案
』（
一
九
四
七
年
、
以
下
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
と
略
称（
９
））、

司
法
行
政
部
編
『
全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
彙
編
』

（
一
九
四
七
年
）
と
『
司
法
公
報
』
の
記
事
を
新
た
に
加
え
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
を
小
考
と
題
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

司
法
の
独
立
が
実
質
的
に
保
証
さ
れ
近
代
的
な
司
法
運
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
植
民
地
台
湾
に
、「
中
華
民
国
」
の
司
法
体
制
が
導

入
さ
れ
た
司
法
接
収
の
意
義
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い）
10
（

。
司
法
接
収
は
植
民
地
法
制
・
日
本
法
制
の
体
系
か
ら
行
政
長
官
公
署
・
中

華
民
国
法
制
の
体
系
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
九
年
の
国
民
党
政
権
渡
台
は
「
台
湾
」
法
制
体
系
の
ひ

と
つ
の
起
点
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
間
の
司
法
行
政
や
訴
訟
実
態
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
不
明
な
点
が
多
く
、
初
歩
的
検
討
を
重
ね
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て
、
研
究
の
進
展
を
待
つ
よ
り
ほ
か
な
い
。
屋
上
屋
を
重
ね
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
懼
れ
る
が
、
本
稿
も
新
た
に
知
り
え
た
事
実
を
わ
ず

か
な
り
と
も
提
示
し
て
、
基
礎
的
な
情
報
に
厚
み
を
加
え
る
こ
と
を
期
す
。

　

一　

接
収
準
備

台
湾
調
査
委
員
会
と
台
湾
接
管
計
劃
綱
要

　

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
の
行
方
が
見
え
始
め
た
一
九
四
四
年
四
月
一
七
日
、
重
慶
政
府
最
高
国
防
委
員
会
所
属
の
中
央
設
計
局
内
に
台

湾
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た）
11
（

。
主
任
委
員
に
は
軍
人
出
身
で
福
建
省
政
府
主
席
を
務
め
た
陳
儀
が
任
命
さ
れ
た
。
委
員
に
は
（一）
陳
の
同

郷
者
、
ブ
レ
ー
ン
を
中
心
に
、
（二）
日
本
事
情
専
門
家
、
（三）
重
慶
政
府
に
奉
職
し
て
い
た
台
湾
出
身
者
が
前
後
し
て
着
任
し
て
い
る）
12
（

。「
中

央
設
計
局
台
湾
調
査
委
員
会
一
年
来
工
作
大
事
記
）
13
（

」
か
ら
は
、
委
員
会
が
任
務
の
う
ち
「
台
湾
問
題
関
連
の
意
見
と
方
策
の
研
究
」
に

真
っ
先
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
つ
ま
り
、
台
湾
接
収
計
劃
綱
要
の
起
草
を
優
先
課
題
と
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
綱
要
草
案
は
、
陳
の

ブ
レ
ー
ン
主
導
に
よ
り
会
議
が
毎
月
挙
行
さ
れ
、
補
正
を
加
え
な
が
ら
練
ら
れ
て
い
っ
た）
14
（

。
そ
し
て
、
一
〇
月
二
七
日
、「
台
湾
接
管
計

劃
綱
要
草
案
」
と
し
て
蒋
介
石
に
呈
上
さ
れ
た）
15
（

。
最
高
国
防
委
員
会
に
よ
る
一
一
箇
条
の
修
正
を
経
て
、
台
湾
接
収
計
画
の
大
綱
で
あ
る

「
台
湾
接
管
計
劃
綱
要
」
が
頒
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
五
年
三
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
る）
16
（

。

　
「
綱
要
」
の
う
ち
、
司
法
接
収
に
か
か
わ
る
条
項
は
、
王
泰
升
が
示
す
と
お
り
、
五
条
、
九
条
（
甲
）、
七
一―

七
三
条
の
五
箇
条
で
あ

る
）
17
（

。
接
収
に
あ
た
っ
て
、「
中
華
民
国
」
の
法
令
を
通
行
さ
せ
る
が
、
必
要
な
場
合
は
植
民
地
時
期
の
法
令
を
暫
行
し
う
る
こ
と
（
五
条
）、

法
令
に
規
定
が
な
い
機
関
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
暫
時
存
続
さ
せ
る
こ
と
（
九
条
）、
未
決
案
件
の
結
審
（
七
一
条
）、
接
収
後
の
台
湾
に
発
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生
し
う
る
各
種
司
法
問
題
を
研
究
す
る
臨
時
機
関
の
設
立
（
七
二
条
）、
司
法
人
員
の
育
成
と
監
獄
の
改
善
（
七
三
条
）
が
各
条
に
規
定

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
に
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
が
接
収
事
業
に
あ
た
る
際
の
主
要
根
拠
規
定
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
台
湾
調
査
委
員
会
座
談
会
）
18
（

に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
地
政
・
金
融
・
警
政
・
教
育
な
ど
の
個
別
項
目
に
関
す
る

接
管
計
劃
草
案
）
19
（

の
よ
う
に
、
司
法
に
関
し
て
も
同
様
の
接
管
計
劃
草
案
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い）
20
（

。

台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班

　

第
二
次
大
戦
後
に
「
中
華
民
国
」
に
よ
る
接
収
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
台
湾
だ
け
で
な
く
、
満
洲
国
地
域
（
東
北
）
も
そ
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
両
者
の
接
収
準
備
は
同
時
並
行
的
に
進
め
ら
れ
、
接
収
先
に
お
い
て
党
務
と
行
政
に
充
た
る
高
級
・

中
級
幹
部
の
訓
練
計
画
の
策
定
は
、
一
九
四
四
年
八
月
頃
か
ら
開
始
さ
れ
た）
21
（

。
九
月
に
は
「
東
北
及
台
湾
党
政
幹
部
訓
練
辦
法
草
案
」
が

起
草
さ
れ）
22
（

、
同
時
に
台
湾
調
査
委
員
会
委
員
と
な
っ
た
ば
か
り
の
黄
朝
琴
か
ら
も
訓
練
に
つ
い
て
具
体
的
な
意
見
を
求
め
て
い
る）
23
（

。
こ
こ

に
お
い
て
、
中
央
訓
練
団
内
に
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
が
、
中
央
警
官
学
校
に
台
湾
警
察
講
習
班
が
、
四
聯
総
処
の
下
に
台
湾
銀
行
人
員

調
訓
班
が
設
置
さ
れ
た）
24
（

。
司
法
接
収
幹
部
は
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
司
法
組
に
お
い
て
、
一
九
四
四
年
一
二
月
二
五
日
か
ら
翌
年
四
月

二
〇
日
ま
で
講
習
を
受
け
た）
25
（

。
講
習
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
黄
朝
琴
の
意
見
に
沿
っ
た
と
思
わ
れ
、
台
湾
（
日
本
）
の
法
令
の
特
徴
を
講
じ
た

後
に
、
中
華
民
国
（
重
慶
政
府
）
の
法
令
と
初
歩
的
な
比
較
を
お
こ
な
い
、
接
収
後
の
採
否
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）
26
（

。
当
時
の

重
慶
に
は
台
湾
問
題
の
専
門
家
は
少
な
く
、
台
湾
調
査
委
員
会
委
員
だ
け
で
な
く
、
中
央
政
治
学
校
や
諸
大
学
の
教
員
も
講
師
と
し
て
招

聘
さ
れ
た
で
あ
ろ
う）
27
（

。
訓
練
修
了
者
は
原
任
の
部
署
に
お
い
て
接
収
開
始
を
待
つ
こ
と
に
な
る
が
、
一
部
の
成
績
優
秀
者
は
訓
練
班
に
新

た
に
設
け
ら
れ
た
研
究
部
に
お
い
て
㈠
訓
練
時
に
出
さ
れ
た
報
告
の
整
理
、
㈡
台
湾
法
令
研
究
に
充
た
っ
た）
28
（

。
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台
湾
関
連
資
料
の
作
成

　

台
湾
調
査
委
員
会
が
お
こ
な
っ
た
接
収
準
備
事
業
に
は
、
ほ
か
に
台
湾
概
況
の
編
輯
、
植
民
地
台
湾
の
法
令
選
訳
、
特
定
テ
ー
マ
の
研

究
が
あ
る
。
と
く
に
『
日
本
統
治
下
的
台
湾
某
某
法
規
輯
要
』
な
る
書
名
で
四
三
冊
が
印
行
さ
れ
た
と
い
う
植
民
地
台
湾
の
法
令
選
訳
は

行
政
、
司
法
、
教
育
、
財
務
、
金
融
、
工
商
交
通
、
農
礦
漁
牧
の
七
大
類
に
分
け
ら
れ
、
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
だ
け
で
な
く
、
各
機
関

の
参
考
に
供
さ
れ
た）
29
（

。

接
収
幹
部
の
台
湾
認
識

　

資
料
の
文
面
上
、
台
湾
接
収
の
準
備
は
万
全
を
期
し
て
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
台
湾
調
査
委
員
会
の
設
立
は
接
収
開
始
の
一
年

半
前
で
あ
り
、
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
の
訓
練
期
間
は
わ
ず
か
四
箇
月
、
警
察
幹
部
の
訓
練
期
間
に
い
た
っ
て
は
五
十
日
間
と
、
必
ず
し

も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い）
30
（

。
ま
た
、
台
湾
調
査
委
員
会
の
な
か
に
お
い
て
も
、
植
民
地
台
湾
の
実
情
に
対
す
る
認
識
は
、
陳
儀
を
は

じ
め
と
す
る
大
陸
籍
幹
部
と
黄
朝
琴
・
謝
南
光
ら
か
ら
な
る
台
湾
出
身
者
と
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

　

大
陸
籍
幹
部
に
台
湾
関
連
の
知
識
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
陳
儀
は
福
建
省
政
府
主
席
在
任
中
に
台
湾
を
訪
問
し
、

李
時
霖
編
『
台
湾
考
察
報
告
』（
廈
門
市
政
府　

一
九
三
七
年
）
に
も
序
を
寄
せ
、
福
建
省
の
経
済
建
設
に
植
民
地
台
湾
の
在
り
よ
う
が

非
常
に
参
考
と
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る）
31
（

。
ま
し
て
、
か
れ
は
早
年
、
日
本
に
長
期
留
学
し
、
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
す
る
な
ど
、
日
本

の
政
治
事
情
に
も
通
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
六
月
二
七
日
の
「
台
湾
調
査
委
員
会
党
政
軍
聯
席
会
第
一
次
会
議
」
の
席
上
、

台
湾
人
を
「
低
級
」
の
一
語
で
切
っ
て
捨
て
、
あ
く
ま
で
も
選
抜
さ
れ
て
大
陸
か
ら
お
も
む
く
「
優
秀
な
」
人
員
に
よ
っ
て
指
導
す
る
こ

と
を
前
提
条
件
と
し
て
い
る）
32
（

。
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対
し
て
、
台
湾
出
身
の
委
員
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
代
表
的
な
論
客
で
あ
っ
た
黄
朝
琴
に
せ
よ
、
謝
南
光
に
せ
よ
、
植
民
地
台
湾
に
お

い
て
は
人
事
が
不
平
等
で
あ
る
点
を
除
き
、
制
度
・
機
構
は
接
収
後
に
そ
の
ま
ま
流
用
す
れ
ば
よ
い
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
司
法
に
つ
い
て
も
公
正
さ
が
保
た
れ
、
せ
い
ぜ
い
改
良
し
て
運
用
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
す
。
人
材
に
つ
い
て
も
、

教
育
程
度
の
高
さ
な
ど
か
ら
積
極
的
に
抜
擢
・
登
用
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
推
奨
す
る）
33
（

。

　

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
日
本
が
台
湾
の
統
治
権
を
放
棄
し
、
中
華
民
国
が
台
湾
省
設
置
を
宣
言
し
た
と
き
、
台
湾
の
人
び
と
の
目

に
見
え
た
の
は
光
明
で
あ
っ
た
の
か
。
謝
南
光
は
台
湾
の
「
祖
国
」
回
帰
を
言
祝
ぎ
な
が
ら
、「
三
民
主
義
の
試
験
場
」
た
る
台
湾
の
人

民
を
失
望
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
釘
を
さ
し
て
い
る）
34
（

。
李
純
青
も
、
台
湾
の
民
意
を
尊
重
し
、
台
湾
現
地
の
人
材
を
登
用
す
る
よ
う
、
陳
儀

に
訴
え
て
い
た）
35
（

。
　

二　

接
収
過
程

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
の
設
置

　

台
湾
調
査
委
員
会
主
任
委
員
で
あ
っ
た
陳
儀
は
、
一
九
四
五
年
八
月
二
九
日
、
台
湾
省
行
政
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た）
36
（

。
九
月
七
日
に
は
台

湾
省
警
備
総
司
令
の
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ）
37
（

、
台
湾
省
内
の
民
政
と
軍
政
両
者
に
つ
い
て
権
柄
を
執
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
二
一
日
施
行

の
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
組
織
大
綱
）
38
（

」
は
、「
行
政
長
官
は
そ
の
職
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
署
令
を
発
し
並
び
に
台
湾
単
行
条
例
及

び
規
程
を
制
定
し
う
る
」（
二
条
）
と
す
る
。
鄭
梓
に
よ
れ
ば
、「
光
復
初
期
、
民
国
の
法
令
は
署
令
に
よ
っ
て
転
頒
さ
れ
て
、
は
じ
め
て

台
湾
に
有
効
に
適
用
で
き
た
」
の
で
あ
り
、
台
湾
総
督
府
の
律
令
と
同
じ
く
、
委
任
立
法
権
同
様
の
権
限
が
行
政
長
官
に
付
さ
れ
た
こ
と
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に
な
る
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
）
39
（

。

　

一
〇
月
五
日
、
前
進
指
揮
所
七
一
名
が
台
北
に
派
遣
さ
れ
、
台
湾
現
地
に
お
け
る
接
収
工
作
は
始
ま
っ
た）
40
（

。
一
七
日
に
は
、
行
政
長
官

公
署
と
警
備
総
司
令
部
の
官
員
二
百
余
名
）
41
（

、
国
民
党
軍
第
七
〇
軍
第
七
五
師
団
一
万
二
千
余
名
）
42
（

が
上
陸
し
た
。
接
収
の
責
任
者
た
る
陳
儀

は
二
四
日
に
台
北
に
空
路
到
着
し
、
翌
二
五
日
に
最
後
の
台
湾
総
督
安
藤
利
吉
か
ら
無
条
件
降
伏
の
署
名
を
得
る
）
43
（

と
同
時
に
台
湾
お
よ
び

澎
湖
諸
島
を
中
華
民
国
の
版
図
に
入
れ
、
国
民
政
府
の
主
権
の
下
に
置
く
こ
と
を
宣
言
し
た）
44
（

。

台
湾
省
接
収
委
員
会

　

台
湾
の
接
収
準
備
は
台
湾
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
一
〇
月
末
を
も
っ
て
同
会
は
終
了
し
）
45
（

、
行
政
長
官
公
署
と
警
備

総
司
令
部
が
一
〇
月
三
一
日
に
設
立
し
た
台
湾
省
接
収
委
員
会
が
接
収
事
業
に
充
た
る
こ
と
と
な
っ
た）
46
（

。
主
任
委
員
は
行
政
長
官
で
あ

る
）
47
（

。
司
法
に
つ
い
て
は
、
台
湾
高
等
法
院
（
院
長
楊
鵬
）
と
行
政
長
官
公
署
法
制
委
員
会
（
主
任
委
員
方
学
李
）
が
台
湾
省
接
収
委
員
会

の
司
法
法
制
組
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た）
48
（

。
う
ち
、
法
制
委
員
会
は
総
督
府
法
務
部
の
接
収
を
担
当
し
、
他
の
司
法
機
構
に
つ
い
て
は

高
等
法
院
が
接
収
工
作
に
充
た
っ
た）
49
（

。
た
だ
し
、
大
陸
か
ら
派
遣
さ
れ
た
司
法
接
収
人
員
の
う
ち
、
接
収
開
始
当
初
に
着
任
で
き
た
の

は
、
わ
ず
か
数
名
で
あ
り）
50
（

、
接
収
事
業
は
台
北
か
ら
開
始
し
、
漸
次
台
湾
全
省
に
お
よ
ぼ
し
て
い
く
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
司
法
業

務
を
中
断
さ
せ
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
刑
事
事
案
の
現
場
検
証
、
民
事
事
案
の
保
全
手
続
、
監
獄
の
運
営
な
ど
に
支
障
を
来
さ
な
い
た
め

に
も
、
一
一
月
一
六
日
に
は
、
接
収
人
員
が
到
着
す
る
ま
で
従
前
ど
お
り
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
高
等
法
院
訓
令
で
台
北
以
外
の
総
督

府
系
司
法
機
関
に
通
達
さ
れ
て
い
る）
51
（

。



東
洋

化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
六
册

― 318 ―

法
院
・
検
察
局
の
接
収

　

事
業
の
第
一
歩
は
、
台
湾
高
等
法
院
に
よ
る
台
湾
総
督
府
高
等
法
院
と
台
北
地
方
法
院
、
台
北
刑
務
所
、
三
機
関
の
接
収
で
あ
っ
た
。

一
一
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
日
、
台
湾
総
督
府
法
務
部
も
行
政
長
官
公
署
法
制
委
員
会
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
、
台
北
の
司
法
接
収
は

完
了
し
た）
52
（

。
台
北
の
法
院
接
収
に
あ
た
っ
て
は
、
当
日
に
楊
鵬
か
ら
台
湾
総
督
府
高
等
法
院
院
長
高
野
正
保
に
対
し
て
、
各
法
院
院
長
お

よ
び
判
官
の
職
務
の
即
時
停
止
、
書
記
長
以
下
の
事
務
人
員
の
暫
時
留
職
と
台
湾
高
等
法
院
院
長
指
揮
命
令
系
統
へ
の
転
属
が
訓
令
と
し

て
発
せ
ら
れ
た）
53
（

。
検
察
系
統
に
つ
い
て
は
、
台
湾
高
等
法
院
首
席
検
察
官
蒋
慰
祖
か
ら
高
等
法
院
検
察
局
検
察
官
長
下
秀
雄
に
対
し
て
、

日
本
籍
職
員
の
退
職
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る）
54
（

。

　

接
収
人
員
の
不
足
に
対
す
る
臨
時
の
措
置
と
し
て
、
台
北
以
外
の
司
法
機
関
接
収
は
植
民
地
時
期
の
台
湾
出
身
判
官
を
各
地
方
法
院
の

推
事
と
し
、
院
長
の
職
務
を
代
行
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
台
湾
出
身
の
律
師
（
植
民
地
時
期
は
弁
護
士
）
か
ら
選
抜
し
て
、
代
理

推
事
と
し
、
当
面
の
困
難
を
解
決
す
る
も
の
と
し
た）
55
（

。
日
程
順
に
い
え
ば）
56
（

、
台
中
地
方
法
院
（
一
九
四
五
年
一
二
月
一
七
日
、
饒
維
岳
代

行
院
長
）、
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
支
部
（
宜
蘭
分
院
と
改
称
、
一
二
月
一
八
日
、
繆
慶
邦
院
長
）
57
（

）、
台
南
地
方
法
院
（
一
二
月
二
一
日
、
洪

寿
南
代
行
院
長
）、
台
南
地
方
法
院
嘉
義
支
部
（
嘉
義
分
院
と
改
称
、
一
二
月
二
三
日
、
林
玉
秋
代
行
院
長
）
58
（

）、
高
雄
地
方
法
院
（
一
二
月

二
四
日
、
馮
正
枢
代
行
院
長
）
59
（

）、
新
竹
地
方
法
院
（
一
二
月
二
九
日
、
陳
明
清
代
行
院
長
）、
台
北
地
方
法
院
花
蓮
港
支
部
（
花
蓮
港
地
方

法
院
と
改
称
、
一
九
四
六
年
一
月
一
〇
日
、
施
炳
訓
代
行
院
長
）
の
順
序
で
接
収
は
進
め
ら
れ
た
。
地
方
の
接
収
に
際
し
て
は
、
高
等
法

院
か
ら
同
院
推
事
謝
懐

が
通
訳
を
帯
同
し
て
派
遣
さ
れ
、
各
地
で
接
収
業
務
の
指
導
に
充
た
っ
た）
60
（

。

　

同
じ
法
院
内
に
設
置
さ
れ
て
い
て
も
、
法
院
検
察
局
の
接
収
は
法
院
審
判
部
門
の
接
収
と
系
統
と
日
程
を
異
に
し
た）
61
（

。
接
収
は
大
陸
か

ら
派
遣
さ
れ
た
検
察
官
が
担
当
し
、
各
法
院
検
察
処
首
席
検
察
官
に
就
任
し
た）
62
（

。
日
程
は
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
か
ら
判
明
す
る
だ
け
で
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も
、
台
中
地
方
法
院
検
察
局
（
一
九
四
五
年
一
二
月
一
四
日
）、
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
支
部
検
察
局
（
同
前
）、
台
南
地
方
法
院
嘉
義
支
部

検
察
局
（
同
前
）、
台
北
地
方
法
院
花
蓮
港
支
部
検
察
局
（
一
九
四
六
年
一
月
一
四
日
接
収
開
始
、
一
七
日
完
了
）
と
、
審
判
部
門
に
先

行
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

地
方
法
院
出
張
所
の
接
収

　

台
湾
総
督
府
時
期
の
司
法
機
関
と
し
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
の
が
地
方
法
院
出
張
所
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
法
院
条
例
二
条
三
項
に
は

「
地
方
法
院
及
地
方
法
院
支
部
ノ
管
轄
区
域
内
ニ
出
張
所
ヲ
置
キ
登
記
事
務
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る）
63
（

。
地
方
法
院
の
出
張

所
は
、
法
院
所
在
地
か
ら
離
れ
た
遠
隔
地
に
お
い
て
、
主
と
し
て
不
動
産
登
記
、
商
業
法
人
登
記
を
扱
い
、
と
き
に
公
証
業
務
ま
で
お
こ

な
っ
て
い
た）
64
（

。
出
張
所
に
は
書
記
と
雇
の
み
が
駐
在
し
、
審
判
と
は
関
わ
り
な
い
機
関
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
業
務
実
態
に
は
不
明
な

点
が
多
い
。
従
来
、
出
張
所
は
「
県
政
府
に
よ
り
接
収
さ
れ
た）
65
（

」
と
説
明
さ
れ
た
り
、
接
収
過
程
を
述
べ
ず
に
「
地
政
事
務
所
と
改
称
し

た
）
66
（

」
な
ど
と
説
か
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
台
北
地
方
法
院
の
各
出
張
所
を
例
に
あ
げ
る
と
、
花
蓮
港
地
方
法
院
の
人
員
が
派
遣
さ

れ
、
一
九
四
六
年
一
月
二
八
日
に
台
東
出
張
所
を
、
二
月
二
九
日
に
玉
里
出
張
所
を
接
収
し
、
同
法
院
に
転
属
さ
せ
て
い
る
。
他
の
台
北

地
方
法
院
出
張
所
は
二
月
一
六
日
か
ら
二
七
日
ま
で
の
間
に
当
該
出
張
所
の
雇
員
な
ど）
67
（

を
代
行
書
記
官
と
し
て
台
北
地
方
法
院
が
接
収
を

お
こ
な
い
、
日
本
人
の
書
記
は
一
律
に
退
職
さ
せ
た
。
の
ち
、
三
月
二
六
日
に
高
等
法
院
は
行
政
長
官
公
署
の
決
定
を
転
達
し
、
四
月

一
六
日
に
不
動
産
登
記
業
務
は
県
市
政
府
に
移
管
さ
れ
、
法
人
登
記
業
務
は
登
記
処
を
法
院
内
に
設
置
し
て
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
。
同

時
に
、
出
張
所
は
登
記
処
分
処
に
改
組
さ
れ
た
）
69
）（
68
（

。
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刑
務
所
の
接
収

　

台
湾
総
督
府
監
獄
官
制
に
よ
れ
ば
、
刑
務
所
は
総
督
府
に
直
属
し
、
台
湾
総
督
府
事
務
分
掌
規
程
お
よ
び
台
湾
総
督
府
法
務
局
処
務
規

程
に
基
づ
き
、
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
行
刑
係
が
刑
務
行
政
に
充
た
っ
た
。
刑
務
所
は
台
北
、
台
中
、
台
南
、
新
竹
（
少
年
刑
務
所
）
に

そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
、
台
北
刑
務
所
は
宜
蘭
と
花
蓮
港
に
、
台
南
刑
務
所
は
嘉
義
と
高
雄
に
そ
れ
ぞ
れ
支
所
を
有
し
た
。
刑
務
所
の
接
収

日
程
は
一
般
に
『
司
法
接
収
』
三
五―

三
七
頁
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
に
掲
載
さ
れ
る
各
監
獄
の
報

告
に
よ
る
と
一
部
の
日
程
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
台
北
刑
務
所
（
台
湾
第
一
監
獄
と
改
称
）
が
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
に
接
収
さ

れ
た
の
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
所
施
設
は
第
二
次
大
戦
末
期
の
空
爆
に
よ
り
破
壊
さ
れ
、
接
収
後
に
は
復
旧
工
事
が
必
要
と
さ
れ

た
。
し
か
し
、
予
算
の
不
足
か
ら
工
事
は
進
ま
ず
、
日
本
人
の
看
守
も
留
用
し
、
徐
々
に
交
替
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た）
70
（

。
台
北
以
外
の

地
域
の
刑
務
所
に
つ
い
て
、
接
収
日
程
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
台
南
刑
務
所
高
雄
支
所
（
台
湾
第
三
監
獄
第
二
分
監
と
改

称
、
一
二
月
一
五
日
）
71
（

）、
台
中
刑
務
所
（
台
湾
第
二
監
獄
と
改
称
、
一
二
月
一
八
日
）、
台
北
刑
務
所
宜
蘭
支
所
（
台
湾
第
一
監
獄
第
一
分

監
と
改
称
、
一
二
月
一
八
日
）、
台
南
刑
務
所
（
台
湾
第
三
監
獄
と
改
称
、
一
二
月
二
二
日
）
72
（

）、
台
南
刑
務
所
嘉
義
支
所
（
台
湾
第
三
監
獄

第
一
分
監
と
改
称
、
同
日
）、
台
北
刑
務
所
花
蓮
港
支
所
（
台
湾
第
一
監
獄
第
二
分
監
と
改
称
、
一
九
四
六
年
一
月
一
〇
日
）、
新
竹
少
年

刑
務
所
（
台
湾
少
年
監
獄
と
改
称
、
三
月
二
日
）
73
（

）。
い
ず
れ
の
監
獄
も
人
員
不
足
で
あ
り
、
過
渡
期
の
措
置
と
し
て
日
本
人
看
守
を
留
用

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

訴
訟
案
件
の
接
収

　
「
司
法
を
接
収
す
る
」
と
は
、
単
に
司
法
機
関
の
回
収
だ
け
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
。
同
時
に
、
司
法
機
関
、
と
く
に
法
院
が
扱
う
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民
事
・
刑
事
の
訴
訟
案
件
や
非
訟
事
件
の
未
決
案
件
を
引
き
継
ぐ
こ
と
も
意
味
し
た
。
法
院
接
収
ま
で
は
、
民
事
保
全
手
続
や
刑
事
の
現

場
検
証
な
ど
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
中
華
民
国
法
に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
従
来
と
お
り
に
業
務
を
お
こ
な
う
よ
う
訓
令
が
出
さ

れ
た
こ
と
は
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

訴
訟
案
件
の
接
収
と
処
理
に
つ
い
て
は
、
前
進
指
揮
所
来
台
以
前
の
一
〇
月
五
日
に
「
修
復
区
及
台
湾
省
法
院
処
理
民
刑
訴
訟
事
件
条

例
」
草
案
が
行
政
院
か
ら
最
高
国
防
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
立
法
院
の
審
議
に
付
さ
れ
て
い
る）
74
（

。
同
草
案
は
台
湾
に
つ
い
て
九
条
で
「
台

湾
地
区
の
民
刑
事
事
件
は
光
復
の
日
に
終
結
し
て
い
な
い
も
の
は
、
以
後
の
訴
訟
過
程
は
現
行
民
刑
訴
訟
法
、
非
常
時
期
民
刑
事
訴
訟
補

充
条
例
お
よ
び
強
制
執
行
法
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
」
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
た）
75
（

。
具
体
的
な
過
渡
期
の
措
置
（
審
理
と
執
行
の
回
収
を
担
当

す
る
機
関
、
案
件
処
理
の
方
法
な
ど
）
は
、
一
九
四
六
年
一
月
一
六
日
に
公
布
さ
れ
た
「
台
湾
法
院
接
収
民
事
事
件
処
理
条
例
」
と
「
台

湾
法
院
接
収
刑
事
案
件
処
理
条
例
」
の
二
法
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た）
76
（

。

　

実
際
に
接
収
さ
れ
た
旧
案
の
数
は
『
司
法
接
収
』
三
二―

三
四
頁
に
示
さ
れ
る
が
、
王
泰
升
も
指
摘
す
る
よ
う
に
数
値
の
正
確
さ
に
は

疑
問
が
残
る
）
77
（

。『
台
湾
省
司
法
会
議
』
の
各
機
関
報
告
に
あ
る
接
収
案
件
数
も
、
台
北
地
方
法
院
の
民
事
案
件
を
除
き
『
司
法
接
収
』
の

数
値
と
一
致
し
な
い
。三　

楊
鵬
報
告　

―

接
収
後
の
司
法
運
営
実
態―

　

一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
に
始
ま
っ
た
台
湾
司
法
の
接
収
事
業
は
、
司
法
機
関
と
司
法
案
件
の
回
収
と
い
う
狭
義
の
「
接
収
」
に
限
っ

て
み
る
と
翌
年
三
月
二
日
ま
で
に
完
了
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
間
、
高
等
法
院
首
席
検
察
官
蒋
慰
祖
は
汚
職
事
件
で
解
任
さ
れ
、
一
二
月
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五
日
、
陳
丞
城
が
同
職
に
就
任
し
て
い
る）
78
（

。
審
判
部
門
の
長
た
る
楊
鵬
は
、
つ
ね
に
検
察
部
門
の
長
た
る
高
等
法
院
首
席
検
察
官
と
協
議

し
な
が
ら
、
接
収
事
業
と
司
法
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る）
79
（

。
と
は
い
え
、
台
湾
全
省
の
司
法
行
政
に
か
か
わ
る

情
報
は
高
等
法
院
に
集
約
さ
れ
、
司
法
界
の
意
見
は
高
等
法
院
が
作
成
す
る
資
料
の
な
か
に
多
く
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
四
六
年
五
月
刊
印
の
『
台
湾
司
法
接
収
報
告
書　

付
建
議
書
』
は
、
接
収
の
完
了
を
見
た
楊
鵬
が
南
京
の
上
級
部
門
に
送
っ
た
報

告
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
行
政
部
門
を
含
む
台
湾
省
内
の
司
法
関
連
機
関
へ
の
接
収
完
了
通
達
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る）
80
（

。
し
か
し
、
設

備
を
接
収
し
た
だ
け
で
は
、
司
法
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
司
法
機
構
の
中
で
、
い
か
に
「
台
湾
人
」
を
処
遇
し
て
い
く
の

か
、
不
確
定
な
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
接
収
さ
れ
た
設
備
も
空
襲
な
ど
に
よ
り
破
壊
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
っ
た
。
い

き
お
い
、『
司
法
接
収
』
に
は
表
面
的
な
報
告
に
と
ど
ま
り
、
実
態
を
正
確
に
描
写
し
な
い
部
分
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

人
事

　

日
本
人
の
判
官
と
検
察
官
は
、
当
該
法
院
接
収
と
同
時
に
退
職
さ
せ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
事
務
職
員
、
つ
ま
り
、
書
記
や
雇
は
事
務
の

必
要
上
、「
台
湾
省
徴
用
日
員
辦
法
」
に
基
づ
き
服
務
員
・
助
理
員
と
し
て
暫
時
留
用
す
る
こ
と
に
し
た）
81
（

。
暫
時
が
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
で

あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
法
院
に
お
い
て
も
引
継
が
済
み
次
第
、
続
々
と
日
本
人
職
員
が
辞
職
し
て
い
っ
た
こ
と
が

『
台
湾
省
司
法
会
議
』
の
各
所
か
ら
読
み
取
れ
る
。
楊
鵬
は
、
五
月
の
『
司
法
接
収
』
刊
行
ま
で
に
技
術
人
員
あ
る
い
は
会
計
な
ど
の
接

収
事
務
未
了
部
門
の
人
員
十
余
人
以
外
は
帰
国
さ
せ
た
と
し
て
い
る）
82
（

。

　

対
し
て
、
台
湾
出
身
の
法
院
職
員
は
継
続
し
て
任
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た）
83
（

。
た
だ
し
、
勤
務
地
は
必
ず
し
も
総
督
府
時
期
と
同
じ
わ
け

で
は
な
く
、
と
く
に
台
北
の
機
関
に
い
た
者
は
分
院
や
他
地
方
に
転
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
）
84
（

。
検
察
処
は
多
く
大
陸
籍
の
者
を
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採
用
し
て
お
り
、
書
記
と
通
訳
の
一
部
に
台
湾
出
身
者
が
留
用
さ
れ
た
。
刑
務
所
に
い
た
っ
て
は
、
一
九
四
四
年
ま
で
に
嘱
託
や
雇
と
し

て
雇
用
さ
れ
て
い
た
本
島
人
は
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の）
85
（

、
接
収
後
に
監
獄
で
継
続
し
て
看
守
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
事
例
は
多
く
な

い
。
ま
た
、
監
獄
の
女
性
職
員
も
接
収
後
に
は
名
前
が
見
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

司
法
機
関
の
人
事
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
司
法
官
（
推
事
・
検
察
官
）
の
任
用
で
あ
ろ
う
。
台
北
以
外
に
お
け
る
法
院
接
収
に
際
し

て
は
、
台
湾
出
身
の
判
官
を
当
該
法
院
の
推
事
と
し
て
院
長
職
を
代
行
さ
せ
た
こ
と
は
述
べ
た
。
劉
恒

作
成
の
表
か
ら
は）
86
（

、
第
二
次
世

界
大
戦
終
結
時
点
、
本
島
人
の
判
官
が
五
人
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、『
昭
和
十
七
年
職
員
録
』
で
台
湾
に
本
籍
を
置
く
判
官
は

二
名
で
あ
る
。
ま
し
て
、
本
島
人
判
官
の
全
員
が
す
で
に
改
姓
お
よ
び
改
名
を
お
こ
な
い
、
本
籍
の
記
載
が
省
略
さ
れ
た
『
昭
和
十
九
年

職
員
録
』
か
ら
だ
け
で
は
本
島
人
の
判
事
が
い
た
か
さ
え
つ
か
め
な
い
。『
昭
和
十
五
年
職
員
録
』、『
昭
和
十
六
年
職
員
録
』
と
比
較
す

る
と
、
本
籍
ま
で
も
変
更
し
た
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
整
理
し
な
お
す
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。

台
湾
名　

配
属
先　
　
　
　

日
本
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
籍

陳
明
清　

新
竹
地
方
法
院　

南
郷
光
輝
（
一
九
四
〇
年
九
月
三
日
任
官
時
は
本
名
）　  

台
南

饒
維
岳　

台
中
地
方
法
院　

青
木
峯
明
（
一
九
四
一
年
ま
で
宮
崎
峯
明
）　　
　
　
　

  

兵
庫
（
一
九
四
一
年
ま
で
新
竹
）

黄
演
渥　

台
南
地
方
法
院　

三
松
演
渥
（
一
九
四
一
年
ま
で
台
湾
名
）　　
　
　
　
　

  

大
分
（
一
九
四
一
年
ま
で
台
中
）

洪
寿
南　

台
南
地
方
法
院　

お
そ
ら
く
江
沢
寿
男　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
な
し
（
一
九
四
四
年
着
任
の
た
め
）

馮
正
枢　

高
雄
地
方
法
院　

武
村
銓
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

台
中

日
本
名
は
一
九
四
四
年
一
月
現
在
、
本
籍
は
一
九
四
二
年
一
一
月
現
在
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さ
ら
に
、
法
院
接
収
後
、
審
判
事
務
を
停
頓
さ
せ
ず
、
か
つ
、
接
収
し
た
案
件
を
処
理
す
る
た
め
に
、
弁
護
士
か
ら
選
抜
し
た
者
に
推

事
あ
る
い
は
検
察
官
を
暫
時
代
行
さ
せ
る
施
策
も
お
こ
な
わ
れ
た）
87
（

。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
時
の
台
湾
に
は
、
本
島
人
検
察
官
は
皆
無
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
編
輯
時
に
四
名
の
台
湾
人
検
察
官
が
居
た
と
い
う
だ
け
で
も
格
段
の
進
歩
で
あ
る）
88
（

。

　

日
本
の
植
民
地
機
関
を
接
収
し
た
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
接
収
し
た
訴
訟
案
件
は
日
文
で
記
録
さ
れ
、
総
督
府
統
治
時
期
に
頒
行
し

た
法
令
の
援
用
や
台
湾
現
地
の
習
慣
調
査
へ
の
便
宜
性
、
言
語
理
解
の
諸
条
件
を
鑑
み
て
、
台
湾
出
身
の
司
法
官
を
登
用
す
る
必
要
が
あ

る
と
楊
鵬
も
強
く
認
識
し
て
は
い
た）
89
（

。
し
か
し
、
か
れ
の
言
う
「
登
用
」
と
は
責
任
者
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
台
南
地
方
法
院
嘉
義
分

院
院
長
林
玉
秋
を
除
い
て
、
台
湾
人
の
代
行
院
長
は
台
湾
省
司
法
会
議
ま
で
に
す
べ
て
大
陸
籍
の
者
に
替
わ
ら
れ
て
い
る
。
台
中
で
は
浙

江
出
身
の
池

が
正
規
の
院
長
と
し
て
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
饒
維
岳
の
降
格
人
事
に
対
す
る
反
対
運
動
ま
で
起
こ
っ
て
い
る
。

台
中
地
方
法
院
長
人
事
は
単
純
な
司
法
行
政
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
方
状
況
を
反
映
す
る
政
治
案
件
と
な
っ
て
い
た）
90
（

。

弁
護
士）
91
（

　

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
時
、
台
湾
各
地
の
弁
護
士
会
に
所
属
す
る
弁
護
士
は
全
一
〇
九
名
、
う
ち
本
島
人
は
四
六
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
）
92
（

。
法
院
と
と
も
に
訴
訟
案
件
が
接
収
さ
れ
た
際
、
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
接
収
案
件
に
つ
い
て
弁
護
士
業
務
を
暫
時
継
続
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
六
年
二
月
六
日
付
高
等
法
院
訓
令
で
「
台
湾
省
弁
護
士
整
理
暫
行
辦
法
」
が
頒
行
さ
れ）
93
（

、
日
本
人
弁
護
士
の

業
務
停
止
、
弁
護
士
会
の
即
時
解
散
、
台
湾
出
身
弁
護
士
の
法
院
に
お
け
る
登
録
と
業
務
継
続
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た）
94
（

。
日
本
に
お
い
て

弁
護
士
業
務
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
台
湾
出
身
者
も
律
師
登
録
が
認
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る）
95
（

。

　

台
北
地
方
法
院
の
報
告
で
は）
96
（

、
一
九
四
五
年
一
一
月
一
〇
日
時
点
で
既
に
解
散
し
て
い
た
台
北
弁
護
士
会
は
、
同
暫
行
辦
法
に
基
づ
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き
、
蔡
泊
汾
を
清
算
人
に
指
名
し
、
す
べ
て
の
備
品
と
所
蔵
書
籍
を
台
北
律
師
公
会
に
移
譲
し
た
。
一
九
四
六
年
七
月
一
三
日
に
は
、
台

湾
人
弁
護
士
で
律
師
と
な
る
こ
と
を
申
請
し
て
い
た
者
の
う
ち
、
高
等
法
院
が
登
録
を
許
可
す
る
四
二
人
が
、
高
院
訓
牘
字
一
三
九
八
号

訓
令
で
公
表
さ
れ
た
。
台
北
地
方
法
院
に
申
請
し
て
暫
行
登
録
を
許
可
さ
れ
た
者
は
一
七
人
、
律
師
法
に
基
づ
き
登
録
を
批
准
さ
れ
た
者

が
九
人
、
台
北
で
は
二
六
人
が
律
師
名
簿
に
連
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
台
南
地
方
法
院
に
律
師
登
録
を
批
准
さ
れ
た
者
は
黄
百
禄
ら
一
五

人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
97
（

。

獄
務
人
員

　

接
収
さ
れ
た
司
法
機
関
の
う
ち
、
業
務
に
習
熟
し
た
人
員
が
も
っ
と
も
不
足
し
て
い
た
の
は
監
獄
（
植
民
地
時
期
は
刑
務
所
）
で
あ
っ

た
。
刑
務
所
に
お
い
て
重
要
な
職
務
は
す
べ
て
日
本
人
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
り）
98
（

、
台
湾
人
獄
囚
を
管
理
す
る
看
守
を
早
急
に
育
成
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
四
六
年
二
月
一
九
日
に
劉
学
恒
が
台
湾
第
一
監
獄
典
獄
長
に
着
任
し
た
と
き
、
日
本
人
職
員
と
受
刑
者
・
未
決
犯
の

送
還
が
急
務
と
さ
れ
て
い
た
。
一
般
的
な
看
守
業
務
だ
け
で
な
く
、
中
華
民
国
法
に
基
づ
く
監
獄
運
営
に
対
す
る
知
識
が
あ
る
台
湾
人
職

員
も
お
ら
ず
、
同
監
獄
全
体
の
事
務
を
一
人
で
監
督
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た）
99
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
台
湾

省
行
政
長
官
公
署
は
、
各
法
院
の
院
長
職
を
代
行
す
る
台
湾
出
身
の
推
事
に
命
じ
て
、
大
学
教
育
を
受
け
、
廉
潔
な
人
員
を
推
薦
さ
せ
、

監
獄
業
務
全
般
を
第
一
監
獄
で
実
習
さ
せ
た
と
す
る）
100
（

。『
台
湾
省
司
法
会
議
』
に
載
録
さ
れ
る
監
獄
の
報
告
を
見
る
限
り
で
は
、
実
際
の

人
員
の
採
用
と
訓
練
は
各
監
獄
で
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）
101
（

。
未
決
犯
を
拘
禁
す
る
看
守
所
も
監
獄
に
併
設
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
す
べ
て
の
監
獄
か
ら
慢
性
的
に
人
員
不
足
の
声
が
あ
が
っ
た
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
た
形
跡
は
な
い）
102
（

。
全
省
の
監
獄
運
営
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の
安
定
は
漸
進
的
に
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）
103
（

。

司
法
書
士

　

日
本
法
令
を
勅
令
で
施
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
植
民
地
時
期
の
台
湾
に
も
司
法
書
士
は
存
在
し
た）
104
（

。
し
か
も
、
つ
ね
に
五
百
名
内
外
い

た
司
法
書
士
の
過
半
数
が
本
島
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
105
（

。
中
華
民
国
に
は
存
在
し
な
い
こ
の
職
業
制
度
は
、
本
来
廃
止
す
べ
き
で
あ
っ
た

が
、
台
湾
全
省
三
八
三
人
を
業
務
停
止
に
す
る
と
大
量
の
失
業
者
と
司
法
運
営
上
の
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
む
し
ろ
、
法
令
に

関
す
る
知
識
を
有
し
、
司
法
関
連
文
書
の
作
成
業
務
を
も
っ
て
法
院
の
業
務
を
支
援
す
る
司
法
書
士
の
存
在
は
有
益
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
司
法
書
士
の
業
務
経
験
が
な
い
者
の
登
録
は
暫
時
許
可
し
な
い
も
の
の
、
す
で
に
司
法
書
士
と
し
て
活
動
し
て
い
た
者
は
業
務
の
継

続
を
認
可
す
る
も
の
と
さ
れ
た）
106
（

。

　

一
九
四
六
年
二
月
二
〇
日
、「
台
湾
省
司
法
書
士
整
理
暫
行
辦
法
」
が
布
告
さ
れ
、
日
本
人
司
法
書
士
の
業
務
は
停
止
す
る
が
、
台
湾

出
身
者
に
つ
い
て
は
期
限
を
限
っ
て
登
録
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
台
北
で
登
録
し
た
の
は
四
六
名
で
あ
る
。
三
月
一
三
日
、

司
法
書
士
王
霖
ら
は
司
法
書
士
公
会
章
程
を
認
可
す
る
よ
う
高
等
法
院
に
提
出
し
て
い
る
。
七
月
一
五
日
に
は
司
法
行
政
部
令
に
よ
り
司

法
書
士
を
司
法
書
記
と
改
称
し
て
い
る
。
八
月
一
九
日
、
司
法
書
記
整
理
暫
行
辦
法
が
施
行
さ
れ
、
新
た
に
司
法
書
記
登
記
証
が
発
行
さ

れ
た）
107
（

。
な
お
、
台
南
で
司
法
書
記
と
し
て
登
録
し
た
者
は
林
金
鼠
を
は
じ
め
一
〇
四
名
で
あ
っ
た）
108
（

。
司
法
書
記
に
は
業
務
上
の
煩
瑣
な
知

識
が
要
求
さ
れ
る
う
え
、
必
ず
し
も
よ
い
収
入
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
光
復
」
後
、
そ
れ
は
台
湾
人
の
職
業
で
あ
り
つ
づ
け
た
。

外
省
人
の
多
く
は
律
師
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う）
109
（

。
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司
法
保
護
団
体

　

司
法
保
護
は
、
犯
罪
者
と
非
行
者
の
保
護
観
察
お
よ
び
更
生
保
護
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
る
。
植
民
地
時
期
の
台
湾
で
は
、
同
事
業

に
関
し
て
法
規
が
な
か
っ
た
が
、
台
湾
司
法
保
護
事
業
聯
盟
と
台
湾
三
成
協
会
を
総
督
府
法
務
局
に
設
置
し
、
各
刑
務
所
に
三
成
協
会
支

部
を
置
き
、
他
に
も
地
域
の
聯
合
保
護
会
を
設
立
し
て
、
公
的
な
統
制
と
指
導
を
お
こ
な
っ
た）
110
（

。

　
「
光
復
」
以
降
、
司
法
保
護
団
体
の
多
く
は
活
動
を
停
止
し
、
財
産
の
処
分
を
お
こ
な
う
な
ど
の
事
態
も
発
生
し
て
い
た
。
高
等
法
院

は
行
政
長
官
公
署
法
制
委
員
会
と
調
査
を
し
、
公
的
な
経
費
補
助
も
不
要
で
、
司
法
的
な
効
果
を
輔
助
す
る
司
法
保
護
団
体
を
制
度
を
改

良
し
た
上
で
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
た）
111
（

。
台
湾
省
司
法
保
護
事
業
規
則
と
そ
の
施
行
細
則
を
根
拠
規
程
と
し
て
台
湾
省
司
法
保
護
会
が

成
立
し
た
の
は
、
台
湾
省
司
法
会
議
直
前
の
一
九
四
六
年
一
一
月
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
各
県
市
の
分
会
は
、
そ
れ
よ
り
二
箇
月
遅
れ

て
結
成
さ
れ
た）
112
（

。
司
法
保
護
委
員
の
活
動
は
植
民
地
時
期
の
方
面
委
員
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
無
給
で
保
護
観
察
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ

る）
113
（

。

　

以
上
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
制
度
の
不
備
を
補
う
た
め
に
も
植
民
地
時
期
の
制
度
と
組
織
を
活
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ

る
。
し
か
し
、「
暫
時
」
の
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
施
策
が
多
く
、
最
終
方
針
は
司
法
行
政
部
の
判
断
を
仰
ぐ
よ
り
ほ
か
に
な
く
、
曖

昧
な
状
況
の
下
に
事
態
は
推
移
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
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四　

台
湾
省
司
法
会
議　

―

接
収
開
始
一
年
後
の
課
題―

『
台
湾
省
司
法
会
議　

報
告
書
・
議
決
案
』

　

司
法
接
収
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
一
年
二
箇
月
、
台
北
以
外
の
地
区
の
接
収
か
ら
は
一
年
に
あ
た
る
一
九
四
六
年
一
二
月
二
一
日
か
ら

二
三
日
、
台
湾
高
等
法
院
に
お
い
て
台
湾
省
司
法
会
議
が
開
催
さ
れ
た）
114
（

。
そ
の
会
議
録
で
あ
る
『
台
湾
省
司
法
会
議　

報
告
書
・
議
決

案
』
は
二
二
八
事
件
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
な
か
編
印
さ
れ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
五
日
付
で
書
か
れ
た
「
編
後
余
瀋
」
に
は

台
湾
が
光
復
し
て
よ
り
一
年
あ
ま
り
、
司
法
部
門
は
、
高
等
法
院
院
長
が
『
台
湾
司
法
接
収
報
告
書
』
を
自
ら
著
し
世
に
問
う
た
ほ

か
は
、
い
ま
だ
に
他
の
刊
行
物
が
な
い
。
編
者
は
こ
れ
を
鑑
み
て
、
各
界
に
台
湾
省
の
司
法
事
情
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
特

に
台
湾
省
司
法
会
議
の
記
録
を
編
印
す
る
機
会
に
藉
り
て
、
各
地
方
法
院
お
よ
び
検
察
処
の
報
告
に
つ
い
て
、
書
面
報
告
を
で
き
る

限
り
収
集
し
、
そ
の
内
容
と
各
種
統
計
は
詳
細
で
あ
る
こ
と
を
い
と
わ
ず
に
載
入
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
書
は
会
議
記
録
と
題
し
て

い
る
が
、
台
湾
省
の
司
法
報
告
、
あ
る
い
は
、
台
湾
省
司
法
年
鑑
と
い
え
る
。
さ
ら
に
本
書
の
編
印
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
慌
た
だ
し

く
、
か
つ
、
出
版
時
期
が
た
ま
た
ま
台
北
事
件
の
後
に
あ
た
り
、
誤
字
あ
る
こ
と
を
免
れ
が
た
い
。
読
者
の
指
正
を
請
う
。

　

と
あ
る
。
原
文
は
わ
ず
か
四
行
の
文
章
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
標
点
に
乱
れ
が
あ
り
、
緊
迫
感
が
漂
っ
て
い
る
。
台
湾
高
等
法
院
文
牘
主

科
金
聞
天
（
籍
貫
は
江
蘇
省
武
進
県
、
東
京
帝
大
肄
業）
115
（

）
を
中
心
と
し
て
編
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
本
書
は
、
一
、
職
員
録
、
二
、
台
湾
省
司
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法
会
議
開
幕
会
紀
録
、
三
、
台
湾
省
司
法
会
議
大
会
紀
録
、
四
、
提
示
、
五
、
議
決
案
、
六
、
閉
会
詞
の
六
部
分
か
ら
な
る）
116
（

。

　

職
員
録
は
一
九
四
七
年
一
月
現
在
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。
職
名
、
姓
名
、
別
号
、
性
別
、
年
齢
、
籍
貫
、
着
任
日
期
、
最
終
学
歴
、

現
住
所
を
配
属
先
ご
と
に
表
に
し
て
い
る
。
大
陸
籍
の
者
の
籍
貫
と
し
て
は
、
法
院
で
は
福
建
、
浙
江
が
多
く
、
検
察
処
で
は
江
蘇
、
福

建
が
多
い
、
と
い
う
よ
う
に
系
統
ご
と
に
特
徴
的
な
人
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。

　

開
会
式
に
は
行
政
長
官
陳
儀
を
は
じ
め
と
す
る
各
機
関
の
首
長
も
招
待
さ
れ
た
が
、
実
際
の
会
議
に
出
席
し
た
の
は
、

楊　

鵬
（
高
等
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
建
今
（
高
等
法
院
首
席
検
察
官
）

銭
国
成
（
高
等
法
院
庭
長
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

姜
元
良
（
高
等
法
院
検
察
処
主
任
書
記
官
）

許
鴻
儒
（
高
等
法
院
書
記
官
長
・
金
聞
天
が
代
理
）

廖　

嵃
（
台
北
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　

施
文
藩
（
同
院
首
席
検
察
官
）

池　

（
台
中
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　

陳
丞
城
（
同
院
首
席
検
察
官
）

涂
懐
楷
（
台
南
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　

陳
樟
生
（
同
院
首
席
検
察
官
）

欧
陽
漢
（
新
竹
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　

毛
錫
清
（
同
院
首
席
検
察
官
）

孫
徳
耕
（
高
雄
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　
　

章
烱
光
（
同
院
首
席
検
察
官
）

鄭　

邁
（
花
蓮
港
地
方
法
院
院
長
）　　
　
　
　
　
　

鄭
松
筠
（
同
院
首
席
検
察
官
）

林
玉
秋
（
台
南
地
方
法
院
嘉
義
分
院
院
長
）　　
　
　

謝
仲
棠
（
同
院
首
席
検
察
官
）

施
炳
訓
（
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
分
院
院
長
）　　
　
　

黄　

亮
（
同
院
首
席
検
察
官
）
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劉
学
恒
（
台
湾
第
一
監
獄
典
獄
長
）　　
　
　
　
　
　

頼
遠
輝
（
台
湾
第
二
監
獄
典
獄
長
）

邱
鴻
恩
（
台
湾
第
三
監
獄
典
獄
長
）　　
　
　
　
　
　

林
滋
培
（
台
湾
少
年
監
獄
典
獄
長
）

李　

柱
（
台
湾
第
一
監
獄
第
一
分
監
分
監
長
）　　
　

郭
明
堂
（
台
湾
第
一
監
獄
第
二
分
監
分
監
長
）

李
増
礼
（
台
湾
第
三
監
獄
第
一
分
監
分
監
長
）　　
　

呂
見
発
（
台
湾
第
三
監
獄
第
二
分
監
分
監
長
）

陳
斐
声
（
高
等
法
院
会
計
室
主
任
）　　
　
　
　
　
　

金
聞
天
（
同
院
文
牘
科
主
科
）

翁
其
栄
（
同
院
民
事
科
代
主
科
）　　
　
　
　
　
　
　

傅
秉
衡
（
同
院
監
獄
科
代
主
科
）

蔡
永

（
同
院
総
務
科
代
主
科
）　　
　
　
　
　
　
　

朱
少
南
（
同
院
統
計
室
代
主
任
）

方
振
東
（
同
院
人
事
室
代
主
任
）

　
　

台
北
・
台
中
・
台
南
律
師
公
会
会
長

で
あ
っ
た）
117
（

。
会
議
は
高
等
法
院
院
長
楊
鵬
の
報
告
に
始
ま
り
、
第
三
監
獄
第
二
分
監
分
監
長
呂
見
発
ま
で
各
機
関
長
の
報
告
を
受
け
た

後）
118
（

、
楊
鵬
と
高
等
法
院
首
席
検
察
官
王
建
今
の
総
括
を
受
け
、
最
後
に
各
出
席
者
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て
議
決
を
お
こ
な
っ
て
閉
幕
し

た
。
議
事
に
つ
い
て
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
各
機
関
が
提
出
し
た
報
告
書
の
体
裁
は
統
一
さ
れ
て
お
ら

ず
、
報
告
内
容
も
簡
単
に
過
ぎ
る
も
の
か
ら
詳
細
な
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
三
律
師
公
会
会
長
は
出
席
し
な
が
ら
も
、
そ
の
報
告

と
提
案
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
出
席
者
の
議
場
で
の
発
言
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
律
師
公
会
の
代
表
が
列
席
す

る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る）
119
（

。
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台
湾
省
司
法
会
議
議
決

　

司
法
会
議
の
成
果
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
公
表
さ
れ
た
の
は
、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
で
は
議
決
案
に
相
当
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。

一
九
四
六
年
一
二
月
二
七
日
付
の
『
民
報
』
三
面
は
、
九
件
を
重
要
決
議
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る）
120
（

。

（一）
民
商
事
習
慣
調
査
会
の
設
立
。
本
会
を
高
等
法
院
に
付
設
し
、
各
地
方
法
院
に
分
会
を
付
設
す
る）
121
（

。

　

 

（
理
由
） 

民
商
事
の
固
有
な
善
良
習
慣
は
、
人
民
の
権
利
に
か
か
わ
り
、
訴
訟
の
進
行
や
法
適
用
に
お
い
て
多
く
の
利
便
性
を
も
た
ら

す
。
大
陸
の
各
省
法
院
内
に
設
立
さ
れ
た
調
査
会
や
日
本
統
治
時
代
の
調
査
報
告
に
な
ら
っ
て
、
早
期
に
習
慣
調
査
会
を
設

立
す
べ
き
で
あ
る
。

　

台
北
地
方
法
院
院
長
廖
嵃
が
提
出
し
採
択
さ
れ
た
こ
の
決
議
が
有
効
に
実
施
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
経
費
も
人
員
も
足
り
な
い

状
況
に
あ
っ
て
、
民
商
事
習
慣
調
査
を
お
こ
な
う
に
は
、
相
当
の
困
難
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
国
民
党
政
権
渡
台
後
の
司
法
行
政
部
に

よ
る
刊
行
物
に
『
台
湾
民
事
習
慣
調
査
報
告
』（
一
九
六
九
年
）、『
商
事
習
慣
調
査
研
究
』（
一
九
七
〇
年
）
の
二
冊
が
あ
る
が
、
前
言
や

緒
言
に
そ
の
縁
由
は
説
か
れ
ず
、
本
決
議
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

（二）
法
院
・
法
院
検
察
処
と
警
察
・
憲
兵
団
な
ど
司
法
警
察
機
関
と
の
密
接
な
連
係
確
立）
122
（

。

　

 

（
理
由
）
法
院
と
検
察
処
は
警
察
局
な
ど
の
機
関
と
密
接
に
連
係
し
な
け
れ
ば
司
法
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

 

（
辦
法
） 

高
等
法
院
が
警
務
処
お
よ
び
憲
兵
団
な
ど
の
司
法
警
察
機
関
と
協
議
し
、
司
法
警
察
業
務
の
訓
練
と
討
議
を
お
こ
な
う
際

に
、
法
院
と
検
察
処
は
通
知
を
受
け
て
人
員
を
派
遣
し
訓
練
に
協
力
す
る
。

　

以
前
か
ら
、
法
院
・
検
察
・
警
務
処
の
間
で
討
議
さ
れ
て
い
た
本
案
の
あ
つ
か
い
は
高
等
法
院
の
判
断
に
一
任
さ
れ
た
が
、
い
か
な
る

結
論
が
下
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
。
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（三）
推
事
お
よ
び
検
察
官
が
刑
事
案
件
を
あ
つ
か
う
際
の
量
刑
標
準
の
統
一
を
図
る）
123
（

。

 　
（
理
由
） 

同
一
案
情
の
案
件
に
つ
い
て
推
事
、
検
察
官
、
各
級
法
院
ご
と
に
量
刑
判
断
が
異
な
る
と
、
司
法
の
威
信
が
な
く
な
る
。
刑

事
政
策
上
、
量
刑
標
準
を
統
一
す
べ
き
で
あ
る
。

　
『
民
報
』
で
は
、
こ
の
提
案
を
審
議
す
る
際
、
議
場
が
大
い
に
紛
糾
し
た
と
さ
れ
る
。
量
刑
判
断
は
推
事
に
帰
属
す
る
権
限
で
あ
り
、

露
骨
な
画
一
化
は
具
体
的
な
事
実
に
沿
っ
た
判
断
を
困
難
に
す
る
。
楊
鵬
は
「
恣
意
と
不
正
を
廃
し
、
公
平
を
期
す
よ
う
に
す
る
」
と
い

う
玉
虫
色
の
議
決
へ
と
誘
導
し
た
だ
け
で
、
何
ら
の
方
向
性
も
出
さ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
随
時
に
法
院
内
で
慎
重
な
議
論
を
お
こ
な
う

も
の
と
は
し
て
い
る
。

　

（四）
司
法
人
員
の
待
遇
改
善）
124
（

。

 　
（
理
由
） 

一
九
四
六
年
二
月
に
台
湾
省
を
辺
遠
の
省
と
す
る
裁
定
が
国
民
政
府
に
よ
り
下
さ
れ
て
お
り
、
行
政
人
員
は
内
地
（
大
陸
本

土
）
よ
り
も
四―

五
級
高
め
に
給
与
が
支
給
さ
れ
、
三
年
後
に
は
昇
級
審
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
司
法

人
員
は
司
法
行
政
部
に
請
求
し
て
は
じ
め
て
任
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
台
湾
の
物
価
水
準
は
非
常
に
高
い
。
他
の
行
政
機

関
が
特
殊
手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
に
な
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

 　
（
辦
法
）  

辺
遠
省
份
公
務
員
任
用
暫
行
条
例
を
給
与
待
遇
に
適
用
し
、
中
央
の
待
遇
に
照
ら
し
て
旧
台
幣
に
換
算
し
て
支
給
す
る
。

　

財
政
に
か
か
わ
る
待
遇
改
善
策
が
台
湾
省
の
司
法
当
局
の
み
で
決
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
然
に
行
政
院
お
よ
び
司
法
行
政
部
へ

の
伺
い
を
立
て
る
と
い
う
留
保
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

（五）
監
獄
改
良
案
の
決
定
。
破
壊
さ
れ
た
監
房
の
修
築）
125
（

、
各
監
の
武
器
の
充
足）
126
（

、
囚
人
の
糧
食
改
善）
127
（

、
看
守
の
制
服
の
整
備）
128
（

を
お
こ
な

う
。
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（
理
由
） 

台
湾
の
監
獄
は
、
房
屋
の
大
半
が
損
壊
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
費
に
限
り
が
あ
り
、
修
繕
も
改
良
も
十
分
に
お
こ

な
え
な
い
。
よ
っ
て
、
囚
人
の
生
活
も
き
わ
め
て
苦
痛
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る）
129
（

。
か
つ
、
被
収
容
者
は
増
加
し
て
お
り
、

安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
武
器
が
現
有
数
で
は
足
ら
な
い
。
看
守
の
制
服
が
日
本
式
の
ま
ま
で
は
示
し
が
つ
か
な
い）
130
（

。

　

い
ず
れ
の
論
点
も
、
結
局
は
予
算
の
有
無
に
左
右
さ
れ
る
。
議
場
で
は
楊
鵬
と
王
建
今
の
両
名
が
次
年
度
予
算
の
編
成
に
つ
い
て
説
明

し
て
、
一
応
の
了
解
は
得
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。

　

（六）
業
務
の
能
率
を
上
げ
、
積
弊
を
除
く
た
め
に
、
全
省
法
院
の
執
達
員
や
司
法
警
察
の
統
一
訓
練
を
お
こ
な
う）
131
（

。

 　
（
理
由
） 

法
院
へ
の
批
難
は
執
達
員
や
司
法
警
察
の
よ
う
な
下
級
の
公
務
員
に
起
因
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
人
員
を
統
一
し
て

訓
練
し
、
業
務
を
効
率
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 　
（
辦
法
）
台
湾
省
高
等
法
院
、
高
等
法
院
検
察
処
が
合
同
で
訓
練
案
を
定
立
し
、
訓
練
に
充
た
る
。

　

同
様
の
提
案
は
台
北
、
台
中
、
高
雄
、
監
獄
の
各
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
台
南
地
方
法
院
の
よ
う
に
、
幹
部
職
員
の
訓
練
を
実

施
し
て
い
る
法
院
は
既
に
存
在
し
た）
132
（

。
議
決
に
お
い
て
「
全
省
の
推
事
、
検
察
官
、
書
記
官
、
監
獄
人
員
、
司
法
警
察
お
よ
び
執
達
員
」

に
訓
練
対
象
を
広
げ
た
の
は
、
何
故
な
の
か
。

　

（七）
中
華
民
国
法
学
会
台
湾
分
会
の
創
立）
133
（

。

 　
（
説
明
） 

職
務
環
境
が
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
中
で
も
、
司
法
機
関
職
員
の
法
律
知
識
の
向
上
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
楊
鵬
は
中
華

民
国
法
学
会
の
会
員
資
格
を
有
し
、
台
湾
分
会
の
創
設
を
提
案
し
た
。

　

（八）
司
法
書
記
制
度
の
廃
止）
134
（

。

 　
（
説
明
） 

司
法
書
記
（
旧
司
法
書
士
）
の
存
在
は
中
華
民
国
の
法
制
と
合
致
し
な
い
。「
台
湾
省
司
法
書
士
整
理
暫
行
辦
法
」
を
制
定
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し
た
の
は
、
大
量
の
失
業
者
が
発
生
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
司
法
書
士
を
司
法
書
記
と
し
て
辦
法
を
修
正
施
行

し
て
約
一
年
、
そ
も
そ
も
は
廃
止
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
各
地
方
法
院
に
繕
写
処
を
設
置
す
る
な
ど
、
統
一
し
た

方
策
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。

　

暫
行
辦
法
は
こ
の
と
き
に
一
年
延
長
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
一
九
五
一
年
に
台
湾
省
司
法
書
記
管
理
辦
法
が
頒
行
さ
れ
る
ま
で
、
毎
年

延
長
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
管
理
辦
法
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
書
記
を
永
久
的
な
制
度
と
は
し
な
い
が
、
管
理
し
な

が
ら
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う）
135
（

。

　

（九）
法
院
内
に
お
け
る
使
用
言
語
。
台
湾
省
内
各
級
法
院
職
員
は
「
国
語
」
だ
け
で
な
く
外
国
語
や
台
湾
方
言
も
習
得
す
べ
き
で
あ
る）
136
（

。

た
だ
し
、
法
廷
に
お
い
て
、
律
師
は
「
国
語
」
を
一
律
に
用
い
る
べ
き
で
あ
る）
137
（

。

 　
（
理
由
） 

台
湾
出
身
者
は
す
で
に
「
国
語
」
を
学
習
し
て
い
る
が
、
内
地
か
ら
来
た
者
も
台
湾
方
言
を
練
習
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

台
湾
に
は
日
本
語
書
籍
が
多
く
研
究
の
価
値
が
あ
る
。
渉
外
案
件
を
審
理
す
る
と
き
は
、
英
語
書
籍
の
研
究
も
必
要
で
あ

る
。

 　
（
辦
法
） 

各
級
法
院
に
国
語
講
習
班
、
台
湾
方
言
講
習
班
、
日
文
研
究
班
、
英
文
研
究
班
を
設
置
す
る
。

　
「
国
語
」
の
習
得
に
つ
い
て
は
、
人
材
登
用
の
面
で
当
初
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
語
か
ら
「
国
語
」
へ
の
公
用
語
の
切

り
替
え
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
。
台
南
地
方
法
院
で
は
決
議
に
先
立
っ
て
国
語
文
補
習
班
を
一
九
四
六
年
四
月
一
日
か
ら
開
設
し
、

国
語
・
国
文
を
教
授
し
た
と
い
う）
138
（

。
国
文
と
あ
る
の
は
漢
語
文
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
語
作
文
に
慣
れ
て
い
た
人
び
と
に
と
っ
て
は
国
文

の
作
成
に
苦
労
し
た
ら
し
い）
139
（

。
台
湾
語
講
習
、
外
国
語
講
習
が
行
わ
れ
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
待
ち
た
い
。
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公
表
さ
れ
た
議
決
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
効
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
現
時
点
で
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
百
六
十
余
件
あ
っ
た
議
決

の
う
ち
、
重
要
と
さ
れ
た
の
が
こ
れ
ら
九
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
台
湾
司
法
を
「
中
華
民
国
」
の
枠
組
に
い
か
に
取
り
込
む

か
と
い
う
、
司
法
行
政
的
、
ひ
い
て
は
、
政
治
的
判
断
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

報
告
と
問
題―
台
南
地
方
法
院
報
告
か
ら）
140
（

―

　

議
決
が
対
外
的
な
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
各
機
関
長
か
ら
の
報
告
は
、
司
法
関
係
者
内
部
に
お
け
る
実
情
の
吐
露
で
あ
っ

た
、
と
言
え
る
。
既
述
の
と
お
り
、
各
報
告
の
体
裁
は
異
な
り
、
量
的
に
も
質
的
に
も
統
一
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
台
南
地

方
法
院
院
長
涂
懐
楷
の
報
告
は
、
庭
長
洪
寿
南
、
書
記
官
孫
文
賢
を
は
じ
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
資
質
に
も
よ
ろ
う
が
、
詳
細
、
か
つ
、

よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

台
南
地
方
法
院
は
一
九
四
五
年
一
二
月
二
一
日
に
接
収
さ
れ
た
当
初
、
南
投
出
身
の
台
南
地
方
法
院
判
官
洪
寿
南
を
院
長
職
代
行
の
推

事
と
し
て
、
審
判
業
務
に
充
た
っ
た
。
涂
懐
楷
が
着
任
し
た
の
は
一
九
四
六
年
三
月
二
七
日
、
台
湾
省
司
法
会
議
の
九
箇
月
前
で
あ
っ

た
。
か
れ
の
主
張
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
、「
過
去
の
日
本
統
治
時
代
の
一
切
の
シ
ス
テ
ム
を
、
中
華
民
国
法
の
要
求
に
適
合
さ
せ
、
同

時
に
日
本
時
代
の
長
所
を
発
揮
さ
せ
て
、
大
陸
の
や
り
方
の
不
備
を
補
い
、
業
務
効
率
の
向
上
に
力
を
注
ぐ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

完
全
に
理
想
的
で
は
な
い
な
が
ら
、「
す
で
に
日
本
型
の
機
構
を
中
華
民
国
法
制
の
規
模
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
移
行
し
た
」
と
い
う
認

識
か
ら
す
る
と
、
か
れ
は
司
法
接
収
が
実
質
的
に
も
完
了
し
た
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い）
141
（

。

　

事
務
人
員
の
不
足
、
施
設
の
破
損
、
職
員
の
待
遇
改
善
の
要
望
な
ど
、
司
法
行
政
上
の
論
点
は
、
い
ず
れ
の
法
院
、
検
察
処
、
監
獄
を

と
っ
て
も
、
似
た
こ
と
で
あ
り
、
台
南
の
事
例
も
多
く
引
用
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
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注
目
し
た
い
の
は
、
審
判
案
件
の
処
理
や
公
証
事
務
に
お
け
る
人
的
配
置
で
あ
る
。

　

（甲）
民
事
案
件
。
台
南
地
方
法
院
が
接
収
し
た
民
事
旧
案
は
一
八
九
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
旧
案
は
日
本
語
文
で
書
類
が
作
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
本
省
人
推
事
二
名
（
鍾
徳
鈞
、
王
清
風
）
に
処
理
さ
せ
、
大
陸
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
推
事
は
新
規
案
件

を
担
当
し
た
。
一
九
四
六
年
一
一
月
末
日
時
点
で
旧
案
中
一
六
七
件
を
結
審
さ
せ
、
未
決
の
も
の
は
二
二
件
を
残
す
の
み
と
な
っ

た
。

　

（乙）
刑
事
案
件
。
接
収
さ
れ
た
旧
案
は
わ
ず
か
に
七
件
の
み
で
あ
り
、
担
当
を
振
り
分
け
る
こ
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
社
会
秩
序
の
紊
乱
に
よ
り
、
盗
賊
事
件
が
多
発
し
、
一
九
四
六
年
五
月
ま
で
は
新
規
案
件
が
結
審
し
た
案
件
を
上
回
る
入
超
の

状
況
に
あ
っ
た
。

　

（丙）
調
解
お
よ
び
強
制
執
行
事
件
。
接
収
後
、
民
事
調
解
処
が
成
立
し
、
庭
長
洪
寿
南
が
調
解
事
件
を
兼
担
し
た
。
強
制
執
行
事
件
は
、

植
民
地
時
期
、
書
記
が
執
達
員
を
指
揮
し
て
処
理
し
て
お
り
、
推
事
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
案
件
を
接
収
し
た
際
、
未
執
行
の
案
件

が
は
な
は
だ
多
く
、
確
定
し
た
裁
判
の
威
信
に
も
影
響
し
、
債
権
者
の
利
害
も
巨
額
で
あ
る
た
め
、
院
長
涂
懐
楷
み
ず
か
ら
処
理
に

充
た
っ
た
。

　

（丁）
公
証
処
と
提
存
所
の
設
立
。
公
証
処
は
一
九
四
六
年
四
月
一
日
に
設
置
さ
れ
、
庭
長
洪
寿
南
が
公
証
人
を
兼
務
し
、
書
記
官
潘
連
徳

が
佐
理
員
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
台
湾
人
で
あ
る
。
供
託
（
提
存
）
事
務
に
つ
い
て
は
、
接
収
後
し
ば
ら
く
は
供
託
局
が
そ
の
こ
と

に
充
た
っ
て
い
た
が
、
八
月
一
日
に
供
託
局
は
提
存
所
に
改
組
さ
れ
、
事
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
提
存
所
に
は
推
事
王
葆

薫
（
江
蘇
省　

上
海
特
志
学
院
法
律
系
卒
業
）
が
兼
理
し
、
書
記
官
陳
石
城
（
台
南　

下
鯤

国
民
学
校
卒
業
）
が
兼
任
事
務
員
と
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な
っ
た
。

　

司
法
会
議
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
担
当
案
件
と
事
務
を
合
理
的
に
割
り
振
り
、
接
収
し
た
旧
案
を
早
期
に
処
理
し
な
が
ら
、
新
規
案
件

に
も
対
処
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
の
公
務
配
分
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
は
、
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
洪
寿
南
が
院
長
代
行
か
ら
庭
長
へ
と
降
格
し
た
際
に
は
、
書
記
官
一
二
人
中
一
一
人

が
台
湾
人
で
あ
り
、
推
事
に
も
鍾
、
王
ら
二
人
の
台
湾
人
が
い
た
が
、
台
中
の
よ
う
に
反
対
運
動
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
は
見
出

せ
な
か
っ
た
。

　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
は
接
収
後
一
年
の
台
湾
の
司
法
状
況
を
わ
れ
わ
れ
に
具
体
的
に
伝
え
て
く
れ
る
が
、
会
議
に
お
け
る
議
論
を
ど

の
よ
う
に
実
行
に
移
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
る
た
め
の
材
料
は
非
常
に
乏
し
い
。
そ
の
原
因
は
翌
年
の
二
二
八
事
件
以
降
、
社
会
的
な
混

乱
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
あ
ろ
う
。

五　

全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
前
後　

―

台
湾
高
等
法
院
の
「
中
華
民
国
」
対
応―

　

意
外
な
こ
と
に
、「
中
華
民
国
」
の
司
法
を
統
括
す
る
司
法
院
や
司
法
行
政
部
が
公
表
し
た
文
書
に
台
湾
関
連
の
情
報
が
現
れ
る
の
は
、

二
二
八
事
件
の
後
で
あ
る
。
行
政
文
書
の
授
受
か
ら
公
報
へ
の
載
録
ま
で
に
半
年
近
く
か
か
っ
て
お
り
、
単
純
な
タ
イ
ム
ラ
グ
で
あ
る
と

も
言
え
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
台
湾
省
の
司
法
運
営
が
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
司
法
接
収
が
単
純
な
司
法
行
政
の
問
題
に
と
ど
ま
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る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う）
142
（

。

　

事
件
の
動
乱
や
事
後
処
理
と
は
裏
腹
に
、
司
法
機
関
の
公
的
刊
行
物
に
あ
る
台
湾
関
連
の
記
事
は
、
日
常
の
た
ん
た
ん
と
し
た
司
法
実

務
の
問
合
と
回
答
で
あ
る
。

『
司
法
公
報
』
へ
の
登
場

　

南
京
の
司
法
院
が
刊
行
す
る
『
司
法
公
報
』
に
台
湾
関
連
記
事
が
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
、
一
九
四
七
年
三
月
刊
行
の
（
京
）
七
七
〇

―

七
八
二
号
合
刊
で
あ
る
。
院
解
字
三
二
三
二
号
（
一
九
四
六
年
九
月
一
七
日）
143
（

）
は
、
送
還
し
た
日
本
人
が
民
刑
事
訴
訟
の
被
告
と
な
っ

た
場
合
の
措
置
を
指
示
す
る
。
院
解
字
三
二
四
一
号
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
日）
144
（

）
は
接
収
し
た
訴
訟
案
件
に
出
廷
す
る
審
判
人
員
が
接

収
前
と
異
な
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
二
一
一
条
に
従
い
審
判
を
継
続
す
る
こ
と
を
指
示
す
る

　

院
解
字
三
二
九
四
号
（
一
九
四
六
年
一
一
月
五
日）
145
（

）
は
、
在
台
の
日
本
俘
虜
が
罪
を
犯
し
た
場
合
に
軍
事
審
判
で
対
処
す
る
こ
と
を
国

防
部
へ
指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
高
等
法
院
の
扱
い
で
は
な
い
。
院
解
字
三
三
一
三
号
（
一
九
四
六
年
一
二
月
七
日）
146
（

）
は
在
華
台
湾
人
の

漢
奸
処
罰
に
関
す
る
解
釈
を
行
政
院
に
対
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
台
湾
の
機
関
が
管
轄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
院
解
字
三
三
二
九
号

（
一
九
四
七
年
一
月
二
九
日）
147
（

）
も
行
政
院
に
対
し
て
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
親
族
の
間
に
生
ま
れ
た
子
女
の
扱
い
を
示
す
。

問
合
の
元
は
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
で
あ
る
が
、
全
国
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
、
法
解
釈
で
あ
る
。

　

院
解
字
三
四
三
七
号
（
一
九
四
七
年
四
月
一
二
日）
148
（

）
は
、
植
民
地
時
期
の
準
禁
治
産
者
宣
告
は
、
中
華
民
国
民
法
に
準
禁
治
産
者
規
程

が
な
い
こ
と
か
ら
無
効
で
あ
る
こ
と
を
、
台
湾
高
等
法
院
に
通
達
す
る
。

　

接
収
開
始
か
ら
一
年
弱
で
、
よ
う
や
く
司
法
院
に
法
令
解
釈
を
問
う
案
件
が
出
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
ら
は
接
収
後
に
台
湾
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の
法
院
が
直
面
し
た
問
題
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
総
督
府
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
法
的
な
影
響
を
振
り
払
い
、
中
華
民

国
法
の
解
釈
の
な
か
で
司
法
運
営
が
で
き
る
か
、
が
台
湾
の
法
院
と
司
法
院
が
抱
え
て
い
た
課
題
で
あ
っ
た
。

全
国
司
法
行
政
検
討
会
議

　

一
九
四
七
年
一
一
月
五
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
、
南
京
で
開
催
さ
れ
た
全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
は
、
い
わ
ば
台
湾
省
司
法
会
議
の
全
国

版
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
全
国
性
の
司
法
会
議
の
開
催
は
、
一
九
三
五
年
以
来
一
二
年
ぶ
り
で
あ
っ
た）
149
（

。
そ
の
議
事
録
は
『
全

国
司
法
行
政
検
討
会
議
彙
編
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

台
湾
省
か
ら
は
、
台
湾
高
等
法
院
院
長
楊
鵬
、
同
院
検
察
処
首
席
検
察
官
葛
之
覃
の
審
判
と
検
察
ト
ッ
プ
の
両
名
が
出
席
し
た
。
前
年

に
開
催
さ
れ
た
台
湾
省
司
法
会
議
の
議
決
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
地
域
の
実
情
に
踏
み
込
ん
だ
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る

が
、
か
れ
ら
が
連
名
で
お
こ
な
っ
た
提
案
一
三
件
の
う
ち
、
台
湾
関
連
の
提
案
は
わ
ず
か
に
一
件
、
第
二
六
五
案
「
建
議
在
台
湾
省
籌
設

一
大
規
模
之
外
役
監
俾
疏
散
在
台
各
監
獄
人
犯
並
期
収
得
減
少
犯
罪
之
効
果
案）
150
（

」
だ
け
で
あ
る
。

　

監
獄
の
手
狭
さ
を
理
由
と
し
て
、
外
役
監
を
設
置
し
、
監
獄
の
収
容
人
数
を
増
加
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
の
提
案
は
採
択
さ
れ
、
省
内
各

地
で
「
外
役
工
作
」
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
151
（

。

　

全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
前
後
の
こ
の
時
期
に
、
高
等
法
院
の
活
動
は
安
定
し
始
め
、
司
法
院
と
頻
繁
に
連
絡
を
と
っ
て
「
中
華
民

国
」
の
司
法
機
関
と
し
て
「
台
湾
」
と
相
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
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お
わ
り
に

　
「
光
復
」
の
後
、
台
湾
の
司
法
に
起
こ
っ
た
変
化
は
、
法
令
上
は
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
各
種
司
法
制

度
も
総
督
府
体
制
の
遺
制
を
利
用
す
る
部
分
が
多
く
、
設
備
も
接
収
し
て
活
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
司
法
幹
部
が
日
本
人
か
ら
大
陸
籍
の

司
法
官
に
成
り
代
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
接
収
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
制
度
運
用
の
変
化
に
台
湾
人
が
ど
れ
ほ
ど
順
応
で
き
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
点
で
あ
る
。
台
中
県
警
察
局
血
案
は
一
連
の
変
容
に
対
す
る
反
発
を
先
鋭
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
接
収
過
程
に
対
す
る

台
湾
人
の
順
応
の
在
り
方
を
考
察
す
る
た
め
の
好
事
例
と
な
ろ
う
。

　

一
方
、
留
用
さ
れ
た
台
湾
人
、
と
く
に
司
法
官
は
ど
の
よ
う
な
司
法
判
断
を
下
し
て
い
た
の
か
。
単
純
に
表
面
的
な
事
実
を
追
い
か
け

た
本
稿
で
は
、
訴
訟
の
実
態
ま
で
踏
み
込
ん
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
、
司
法
接
収
後
の
判
決
原
本
が
公
開
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
な
ら
ば
、
審
判
に
お
け
る
実
際
の
判
断
基
準
、
法
源
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う）
152
（

。

　

植
民
地
時
期
と
中
華
民
国
政
府
時
期
を
つ
な
ぐ
こ
の
数
年
間
の
「
接
収
過
程
」
は
、「
台
湾
」
の
ひ
と
つ
の
出
発
点
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
司
法
関
連
の
資
料
発
掘
は
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。
雑
駁
き
わ
ま
り
な
い
本
稿
も
、
あ
る
程
度
の
高
さ
を
も
っ
た
踏
み
台
く
ら
い

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

１　

台
湾
の
通
史
と
し
て
は
、
伊
藤
潔
『
台
湾　

四
百
年
の
歴
史
と
展
望
』（
中
公
新
書　

一
九
九
三
年
）、
若
林
正
丈
『
台
湾―

変
容
し
躊
躇
す
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』（
ち
く
ま
新
書　

二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
周
婉
窈
『
図
説　

台
湾
の
歴
史
』（
平
凡
社　

二
〇
〇
七
年
）
は
巨
視
的
に
先
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史
時
代
か
ら
叙
述
す
る
。
同
書
は
『
台
湾
歴
史
図
説
』（
聯
経
出
版　

一
九
九
八
年
）
の
和
訳
で
あ
る
が
、
戦
後
篇
を
書
き
下
ろ
し
で
付
加
し
て
い

る
。

２　

前
掲
『
図
説　

台
湾
の
歴
史
』
五
二―

五
六
頁
、
六
三
頁
、
ま
た
第
六
章
「
漢
人
と
先
住
民
の
関
係
」
参
照
。

３　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
世
代
間
格
差
に
つ
い
て
は
、
陳
翠
蓮
『
台
湾
人
的
抵
抗
与
認
同　

一
九
二
〇
〜
一
九
五
〇
』（
遠
流
出
版
公
司　

二
〇
〇
八
年
）
第
六
章
「
戦
争
、
世
代
与
認
同―

以
林
献
堂
、
呉
新
栄
与
葉
盛
吉
為
例
（1937

|1945

）」
に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
間
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
若
林
正
丈
『
台
湾
の
政
治　

中
華
民
国
台
湾
化
の
戦
後
史
』（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
八
年
）

二
九―

三
九
頁
に
呉
叡
人
、
王
甫
昌
ら
の
議
論
を
整
理
す
る
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
林
『
台
湾
』
四
八―

五
二
頁
お
よ
び
五
四
頁

参
照
。

４　

前
掲
若
林
『
台
湾
の
政
治
』
三
四―

三
八
頁
。
ま
た
、
同
『
台
湾
』
四
五―

四
八
頁
、
五
二―

五
五
頁
。

５　

田
健
治
郎
総
督
期
に
中
等
学
校
以
上
は
「
内
台
共
学
」
を
原
則
と
し
、
初
等
教
育
に
お
い
て
も
「
本
島
人
」
の
希
望
者
は
日
本
語
能
力
に
支
障
な

け
れ
ば
小
学
校
に
入
学
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
多
く
の
「
本
島
人
」
子
弟
（
蕃
族
を
含
む
）
は
、
初
等
教
育
を
公
学
校
に
お
い
て
授
業
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
就
学
率
は
一
九
三
四
年
時
点
で
、
男
子
五
四
・
四
四
％
、
女
子
二
二
・
五
二
％
で
あ
る
（
井
出
季
和
太
『
台
湾
治
績
志
』

（
台
湾
日
日
新
報
社　

一
九
三
七
年
）
六
五
一―

六
五
四
頁
、
九
三
七―

九
三
九
頁
）。
後
に
、
初
等
教
育
学
校
の
呼
称
は
国
民
学
校
に
統
一
さ
れ
る

が
、
一
九
四
四
年
時
点
で
は
、「
本
島
人
」
七
一
・
一
七
％
、「
高
砂
族
」
八
三
・
三
八
％
の
就
学
率
と
な
っ
て
い
る
（
台
湾
総
督
府
編
『
台
湾
統
治

概
要
』（
台
湾
総
督
府　

一
九
四
五
年
）
三
八―

三
九
頁
）。

６　

行
政
長
官
公
署
制
に
つ
い
て
は
鄭
梓
『
戦
後
台
湾
的
接
収
与
重
建―
台
湾
現
代
史
研
究
論
集―

』（
新
化
図
書
有
限
公
司　

一
九
九
四
年
、
以
下

『
接
収
与
重
建
』
と
略
称
）
下
篇
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７　

一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
解
除
さ
れ
る
前
は
二
二
八
事
件
と
白
色
テ
ロ
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
早
期
の
研
究
書
の
多
く
は
台

湾
の
外
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
政
府
機
関
で
あ
る
行
政
院
が
研
究
二
二
八
事
件
小
組
を
結
成
し
た
の
は
一
九
九
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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８　
「
国
治
時
期
」
法
制
に
か
か
わ
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
、
王
泰
升
『
台
湾
法
的
断
裂
与
連
続
』（
元
照
出
版　

二
〇
〇
二
年
、
以
下

『
断
裂
与
連
続
』
と
略
称
）
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
に
は
他
に
『
台
湾
法
律
史
概
論
』（
元
照
出
版　

二
〇
〇
四
年
第
二
版
）、「
台
湾
憲
法
的
故

事
：
従
「
旧
日
本
」
与
「
旧
中
国
」
蛻
変
而
成
「
新
台
湾
」」（
王
泰
升
『
台
湾
法
的
世
紀
変
革
』（
元
照
出
版　

二
〇
〇
五
年
）
所
収
）
な
ど
の
関

連
研
究
が
あ
る
。
本
稿
は
『
断
裂
与
連
続
』
お
よ
び
劉
恒

「
日
治
与
国
治
政
権
交
替
前
後
台
籍
法
律
人
之
研
究―

以
取
得
終
戦
前
之
日
本
法
曹
資

格
者
為
中
心
」（
林
山
田
教
授
退
休
祝
賀
論
文
編
輯
委
員
会
編
『
戦
鬥
的
法
律
人―

林
山
田
教
授
退
休
祝
賀
論
文
集
』（
元
照
出
版　

二
〇
〇
四
年
）

所
収
、
以
下
「
台
籍
法
律
人
」
と
略
称
）
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
。

９　

北
京
図
書
館
編
『
民
国
時
期
総
書
目
（1911―

1949

）　

法
律
』（
北
京
図
書
館
出
版
社　

一
九
九
〇
年
）
二
八
八
頁
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
現
在
の

中
国
国
家
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
書
目
検
索
で
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
台
湾
の
全
国
図
書
書
目
資
訊
網
に
は
参
考
書
誌
情
報
が

あ
る
の
み
で
、
台
湾
国
内
の
公
共
図
書
館
や
大
学
図
書
館
に
は
所
蔵
が
な
い
模
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
も
あ
っ
て
か
、
管
見
の
限
り
、
本
書
を

用
い
て
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

10　

台
湾
高
等
法
院
編
『
台
湾
司
法
二
十
年
』（
台
湾
高
等
法
院　

一
九
六
五
年
）
第
二
章
「
台
湾
光
復
後
司
法
接
収
概
況
」、『
台
湾
省
通
志　

巻
三

政
治
志　

司
法
篇
』
第
四
冊
（
台
湾
省
文
献
委
員
会　

一
九
七
二
年
、
以
下
『
通
志
』
と
略
称
）
第
五
章
「
光
復
後
之
司
法
制
度
」、『
重
修
台
湾
省

通
志　

巻
七　

政
治
志　

法
制
篇
』（
台
湾
省
文
献
委
員
会　

一
九
九
〇
年
、
以
下
『
重
修
通
志
』
と
略
称
）
第
五
章
「
台
湾
光
復
後
之
司
法
制
度
」

の
い
ず
れ
も
関
連
規
則
と
統
計
資
料
を
整
理
す
る
の
み
で
あ
る
。
王
泰
升
「
台
湾
戦
後
初
期
的
政
権
転
替
与
法
律
体
系
的
承
接
（1945―

1949

）」

（『
断
裂
与
連
続
』
所
収
）
は
、
前
後
を
見
通
し
て
司
法
接
収
時
期
の
意
義
付
け
を
お
こ
な
っ
た
初
め
て
の
論
考
で
あ
る
。

11　
『
接
収
与
重
建
』
四
七
頁
、
一
三
五
頁
は
台
湾
調
査
委
員
会
の
管
轄
と
し
て
台
湾
接
収
の
計
画
全
般
を
あ
げ
る
が
、
当
該
箇
所
の
注
に
引
か
れ
る

張
瑞
成
編
『
中
国
現
代
史
史
料
叢
編
第
四
集　

光
復
台
湾
之
籌
劃
与
受
降
接
収
』（
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会　

一
九
九
〇
年
、
以
下

『
現
代
史
史
料
四
』
と
略
称
）
四
三―

四
四
頁
に
は
、
直
接
に
当
該
事
項
を
示
す
も
の
は
な
い
。「
中
央
設
計
局
台
湾
調
査
委
員
会
組
織
規
程
」

（
一
九
四
四
年
四
月
）
に
「
一
、
台
湾
関
連
資
料
の
収
集
、
二
、
台
湾
の
実
際
状
況
の
調
査
、
三
、
台
湾
問
題
関
連
の
意
見
と
方
策
の
研
究
、
四
、
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台
湾
関
連
の
資
料
・
刊
行
物
の
編
輯
」
が
具
体
的
な
任
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
「
抗
戦
勝
利
前
国
民
党
政
府

接
収
台
湾
準
備
工
作
档
案
史
料
選
」（『
民
国
档
案
』
一
九
八
九―

三
）
二
〇
頁
参
照
）。

12　

委
員
の
着
任
時
期
に
つ
い
て
は
、「
中
央
設
計
局
台
湾
調
査
委
員
会
一
年
来
工
作
大
事
記
」（『
現
代
史
史
料
四
』
四
四―

五
二
頁
）
参
照
。
委
員

の
出
自
に
つ
い
て
は
、『
接
収
与
重
建
』
四
九―

五
〇
頁
参
照
。

13　
「
大
事
記
」
の
ほ
か
に
、「
中
央
設
計
局
台
湾
調
査
委
員
会
三
十
三
年
度
重
要
工
作
項
目
報
告
」（『
現
代
史
史
料
四
』
五
二―

五
三
頁
）
参
照
。

14　
『
接
収
与
重
建
』
一
三
六―

一
三
七
頁
。

15　
『
現
代
史
史
料
四
』
四
八
頁
、
八
六―

九
六
頁
、
一
四
四
頁
。

16　

同
前
一
〇
七―

一
一
九
頁
、
一
四
四―

一
四
五
頁
。
最
高
国
防
委
員
会
の
修
正
意
見
は
三
月
一
四
日
に
蒋
介
石
か
ら
中
央
設
計
局
に
も
た
ら
さ
れ

た
。

17　
『
断
裂
与
連
続
』
二
一
頁
。
総
督
府
体
制
下
で
は
法
院
の
管
轄
で
あ
っ
た
土
地
登
記
に
つ
い
て
は
、
別
機
関
を
設
置
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。『
台

湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録
』
で
は
法
院
と
一
括
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
供
託
局
の
関
連
事
項
は
「
綱
要
」
に
は
規
程
さ
れ
て
い
な
い
。

18　
『
現
代
史
史
料
四
』
一
四
七―

一
四
九
頁
。

19　

同
前
一
七
一―

一
八
一
頁
。

20　

楊
鵬
『
台
湾
司
法
接
収
報
告
書　

付
建
議
書
』（
一
九
四
六
年
、
以
下
『
司
法
接
収
』
と
略
称
）
二
七
頁
に
は
、
台
湾
高
等
法
院
所
属
の
法
院
・

刑
務
所
の
接
収
に
関
し
て
、
司
法
行
政
部
に
計
画
が
あ
っ
た
旨
記
載
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
た
だ

し
、
他
の
接
管
計
劃
草
案
が
台
湾
調
査
委
員
会
内
の
研
究
会
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
司
法
の
み
司
法
行
政
部
が
計
画
立
案

す
る
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
り
、
司
法
接
管
計
劃
草
案
は
起
草
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

21　
「
中
央
設
計
局
秘
書
処
致
台
湾
調
査
委
員
会
有
関
培
訓
接
収
幹
部
函
」、『
現
代
史
史
料
四
』
七
七
頁
。
ま
た
、
同
書
四
六
頁
、
八
月
二
四
日
条
。

台
湾
調
査
委
員
会
同
様
、
東
北
に
つ
い
て
は
東
北
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
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22　
『
現
代
史
史
料
四
』
八
四―

八
五
頁
。
同
書
四
七
頁
、
九
月
一
七
日
条
に
は
、「
辦
法
の
要
点
九
項
」
が
批
准
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
辦
法
草
案
は

一
一
条
で
あ
り
、
同
じ
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

23　
「
対
於
台
湾
幹
部
訓
練
班
之
意
見
」、
同
前
七
八―

八
二
頁
。「
黄
朝
琴
致
陳
儀
有
関
捜
集
台
湾
資
料
函
」、
同
書
八
二―

八
三
頁
。

24　
『
接
収
与
重
建
』
五
四―

五
五
頁
。

25　
『
現
代
史
史
料
四
』
一
四
五
頁
。

26　

同
前
八
一
頁
、
一
三
八
頁
。

27　

同
前
四
八
頁
、
一
一
月
一
日
条
。
四
九
頁
、
一
二
月
一
〇
日
条
。
ま
た
、
同
書
八
〇
頁
、
八
二
頁
。

28　

同
前
一
三
八―

一
三
九
頁
。

29　

同
前
一
四
六―

一
四
七
頁
。

30　

銀
行
調
訓
班
は
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
金
融
組
に
お
け
る
訓
練
期
間
は
一
箇
月
に
満
た
な
い
が
、
四
聯
総
処
に
お
い
て
五
箇
月
の
訓
練
を
受
け
て

い
る
。
同
前
一
三
八
頁
参
照
。

31　
『
接
収
与
重
建
』
四
九
頁
参
照
。
大
陸
と
比
較
し
て
、
台
湾
の
イ
ン
フ
ラ
が
非
常
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
台
湾
調
査
委
員
会
内
の
共
通
理

解
で
あ
っ
た
。『
現
代
史
史
料
四
』
六
一―

六
二
頁
に
は
台
湾
出
身
で
あ
る
林
忠
の
意
見
が
、
六
三
頁
に
は
陳
儀
ブ
レ
ー
ン
の
沈
仲
九
の
意
見
が
あ

る
が
、
ハ
ー
ド
面
の
認
識
は
一
致
し
て
い
る
。
植
民
地
台
湾
で
法
令
が
完
備
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
同
書
一
四
〇
頁
に
あ
る
陳
儀

の
発
言
か
ら
知
ら
れ
る
。

32　
『
現
代
史
史
料
四
』
一
三
九―

一
四
三
頁
。
陳
儀
も
大
陸
側
の
人
材
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
。
な
お
、「
台
湾
必
須
光
復―

並
祝

台
湾
復
省
運
動
成
功
」（
張
瑞
成
編
『
中
国
現
代
史
史
料
叢
編　

第
三
集　

抗
戦
時
期
収
復
台
湾
之
重
要
言
論
』（
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委

員
会　

一
九
九
〇
年
、
以
下
『
現
代
史
史
料
三
』
と
略
称
）
一
二
六―

一
二
七
頁
）
で
は
、
早
期
の
意
見
で
あ
る
た
め
か
、
台
湾
の
反
日
勢
力
へ
の

支
援
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
台
湾
接
収
が
大
陸
に
と
っ
て
も
経
済
的
利
益
と
な
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
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33　
『
接
収
与
重
建
』
六
二―

六
三
頁
。『
現
代
史
史
料
四
』
六
七―

七
〇
頁
。

34　
「
光
明
普
照
下
的
台
湾
」、『
現
代
史
史
料
三
』
三
一
九―

三
二
二
頁
。

35　
「
送
陳
儀
将
軍
」、
同
前
三
二
二―

三
二
四
頁
。

36　
『
現
代
史
史
料
四
』
一
五
〇
頁
。
同
書
一
四
九
頁
か
ら
は
、
蒋
介
石
の
指
令
が
二
七
日
時
点
で
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

37　
『
接
収
与
重
建
』
六
六
頁
。

38　
『
接
収
与
重
建
』
二
七
五―

二
七
六
頁
な
ど
多
く
の
論
著
が
『
国
民
政
府
公
報
』
に
し
た
が
い
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
組
織
条
例
」
と
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
第
十
条
を
考
慮
す
る
と
『
現
代
史
史
料
四
』
一
五
〇―

一
五
一
頁
の
よ
う
に
「
大
綱
」
と
す
べ
き
か
。

39　
『
接
収
与
重
建
』
六
九
頁
参
照
。『
断
裂
与
連
続
』
四
六―

四
七
頁
は
、
行
政
長
官
に
は
地
方
自
治
法
規
を
制
定
す
る
権
限
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
そ

れ
も
行
政
院
の
監
督
を
受
け
て
お
り
、
台
湾
総
督
に
よ
る
律
令
制
定
権
の
よ
う
な
強
大
な
立
法
権
は
な
か
っ
た
と
す
る
。『
重
修
通
志
』
一
〇
四
五

頁
は
、「
接
収
業
務
を
お
こ
な
う
た
め
に
、（
長
官
公
署
に
）「
因
地
制
宜
」
の
権
を
付
与
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。（
中
略
）
た
と
え
ば
、
行
政
院
は

一
九
四
六
年
五
月
二
三
日
に
台
湾
省
行
政
体
制
可
因
地
制
宜
令
を
頒
行
し
、
台
湾
の
一
切
の
政
治
体
制
は
行
政
長
官
が
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
制

定
し
、
規
則
を
定
立
す
る
も
の
と
し
た
。
た
だ
し
、
中
央
の
法
令
・
原
則
と
符
合
し
な
い
場
合
は
、
中
央
の
審
査
を
経
て
は
じ
め
て
施
行
で
き
た
。」

と
す
る
。

40　
『
現
代
史
史
料
四
』
二
二
七
頁
。
な
お
、
同
書
一
九
五―
一
九
七
頁
所
引
『
台
湾
省
通
志　

巻
十　

光
復
志
』
に
は
前
進
指
揮
所
主
任
葛
敬
恩
が

率
い
て
き
た
幕
僚
は
八
十
余
名
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
書
二
二
四
頁
の
記
載
は
一
〇
月
九
日
ま
で
に
重
慶
を
離
れ
台
湾
に
進
駐
し
た
人
員

が
八
三
名
で
あ
る
と
読
め
る
。

41　
『
現
代
史
史
料
四
』
二
二
八
頁
。

42　

前
掲
『
図
説　

台
湾
の
歴
史
』
一
六
六
頁
。
ま
た
、
伊
藤
『
台
湾
』
一
三
九
頁
。

43　
『
現
代
史
史
料
四
』
二
〇
三
頁
。
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44　

同
前
二
〇
一
頁
。

45　

同
前
一
六
〇
頁
。

46　

行
政
院
農
業
委
員
会
林
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
林
務
局
誌
与
局
誌
続
編　

第
三
章　

光
復
初
期
之
林
務
局　

第
一
節　

林
務
組
織
之
結
構
与
人

事
」、http://w

w
w

.forest.gov.tw
/content.asp?C

uItem
=1607

。

47　
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
・
警
備
総
司
令
部
接
収
委
員
会
組
織
規
程
」、『
現
代
史
史
料
四
』
五
〇
九
頁
。

48　
『
司
法
接
収
』
二
七
頁
。『
接
収
与
重
建
』
六
九
頁
、
一
五
三
頁
は
、
台
湾
行
政
長
官
公
署
大
綱
三
条
と
接
収
委
員
会
司
法
法
制
組
の
組
織
構
成
を

根
拠
と
し
て
、
司
法
権
に
つ
い
て
も
行
政
長
官
公
署
の
指
揮
監
督
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。『
重
修
通
志
』
一
〇
四
六
頁
も
「
長
官
公
署
は

在
台
中
央
機
関
に
対
し
て
指
揮
権
が
あ
り
、
当
時
の
行
政
・
司
法
権
が
一
手
に
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
長
官
公
署
は
そ
の
職
権
の
範

囲
内
に
お
い
て
署
令
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
、
省
単
位
の
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
も
で
き
、
省
の
立
法
権
を
具
有
し
、
行
政
機
関
の
地
位
を
も
っ

て
行
政
・
立
法
・
司
法
の
三
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
す
る
。
し
か
し
、『
断
裂
与
連
続
』
四
七―

四
九
頁
に
あ
る
よ
う
に
行
政
長
官
公

署
の
司
法
権
お
よ
び
司
法
接
収
に
対
す
る
影
響
力
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

49　
『
司
法
接
収
』
二
七―

二
八
頁
。

50　

同
前
二
七
頁
。『
台
湾
司
法
二
十
年
』
二
頁
に
は
「
三
数
人
」
と
あ
る
。『
台
湾
省
司
法
会
議
』
所
載
「
台
湾
高
等
法
院
曁
所
属
各
地
方
法
院
職
員

録
」
な
ど
の
着
任
時
期
か
ら
推
測
す
る
と
、
台
湾
高
等
法
院
院
長
楊
鵬
、
同
院
推
事
謝
懐

、
台
北
地
方
法
院
院
長
廖
嵃
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

し
、
謝
懐

の
着
任
日
期
を
一
九
四
五
年
一
月
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
誤
植
で
あ
り
、
一
一
月
着
任
が
正
し
か
ろ
う
。
高
等
法
院
書
記
官
蔡
永

は

福
建
省
林
森
県
を
籍
貫
と
し
（
台
北
市
議
会
議
員
と
し
て
の
記
録
で
は
台
北
市
を
籍
貫
と
し
て
い
る
）、
一
〇
月
二
四
日
に
着
任
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
か
れ
も
そ
の
数
に
入
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。「
接
収
台
湾
高
等
法
院
検
察
処
曁
台
北
地
方
法
院
検
察
処
報
告
」（
何
鳳
嬌
編
『
政
府
接
収
台

湾
史
料
彙
編
』
上
冊
（
国
史
館　

一
九
九
〇
年
）
二
九
三―

二
九
六
頁
）
が
四
人
と
す
る
の
は
、
台
湾
高
等
法
院
首
席
検
察
官
蒋
慰
祖
、
検
察
官
毛

道
仁
、
書
記
官
陳
璧
臣
、
范
寶
鈞
の
検
察
官
僚
を
指
し
、
法
院
接
収
の
人
事
系
統
に
推
事
と
検
察
官
の
二
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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51　
『
司
法
接
収
』
二
八―

二
九
頁
、『
台
湾
司
法
二
十
年
』
三
頁
。
両
者
に
引
か
れ
る
訓
令
の
文
言
に
は
出
入
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、『
司
法
接
収
』

は
一
部
文
言
を
説
明
的
に
加
え
て
い
る
。

52　
『
司
法
接
収
』
二
九
頁
。
な
お
、
台
湾
総
督
府
法
務
部
の
監
獄
関
連
事
務
は
高
等
法
院
に
よ
り
接
収
さ
れ
た
。

53　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
三
頁
。

54　
『
政
府
接
収
台
湾
史
料
彙
編
』
上
冊
、
二
九
四
頁
。

55　
『
司
法
接
収
』
三
〇―

三
一
頁
。

56　

日
程
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
「
台
籍
法
律
人
」
六
〇
三―

六
〇
四
頁
と
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
三
頁
参
照
。『
司
法
接
収
』
三
一
頁
、『
通
志
』

三
一
七
頁
の
記
事
は
混
乱
し
て
お
り
、
全
面
的
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

57　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
一
頁
は
、「
一
二
月
二
〇
日
に
、
高
院
訓
字
第
五
一
号
訓
令
を
奉
じ
て
、
花
蓮
港
暫
代
院
長
繆
慶
邦
を
派
遣
し
接
収
さ
せ

た
」
と
す
る
。
台
北
地
方
法
院
花
蓮
港
支
部
の
接
収
は
一
九
四
六
年
一
月
一
〇
日
で
あ
り
、
繆
の
原
職
に
関
し
て
は
待
考
。『
断
裂
与
連
続
』
九
一

頁
に
よ
れ
ば
、
接
収
時
に
正
式
の
院
長
と
な
っ
た
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
接
収
日
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。

58　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
八
六
頁
。
林
は
台
湾
省
司
法
会
議
の
時
点
で
も
嘉
義
分
院
院
長
で
あ
り
、
接
収
後
、
正
式
の
院
長
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、『
司
法
接
収
』
三
一
頁
は
二
二
日
接
収
と
す
る
。

59　

台
湾
高
雄
地
方
法
院
全
球
資
訊
網
「
本
院
簡
介
」（http://ksd.judicial.gov.tw

/ksd_history1.htm

）
に
よ
れ
ば
、
接
収
業
務
が
開
始
さ
れ
た

の
は
一
二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。

60　
『
司
法
接
収
』
三
一
頁
。『
台
湾
省
司
法
会
議
』
八
六
頁
に
は
、
台
南
地
方
法
院
嘉
義
分
院
接
収
に
謝
が
同
行
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。

61　

総
督
府
時
期
の
法
院
検
察
局
は
台
湾
総
督
府
法
院
条
例
九
条
二
項
に
基
づ
き
、
台
湾
総
督
に
直
属
す
る
。
中
華
民
国
の
法
院
検
察
処
の
検
察
官

は
、
法
院
に
対
し
て
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
（
法
院
組
織
法
二
九
条
）、
監
督
長
官
の
命
令
に
服
従
す
る
（
同
三
一
条
）。

62　
『
断
裂
与
連
続
』
九
一
頁
。「
台
湾
高
等
法
院
電
呈
接
収
高
雄
等
地
検
処
情
形
」（『
政
府
接
収
台
湾
史
料
彙
編
』
二
九
二―

二
九
六
頁
）
に
基
づ
く
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が
、
同
档
案
の
日
付
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
お
り
、
検
討
を
要
す
る
。

63　

一
九
一
九
年
八
月
八
日
律
令
四
号
に
よ
る
改
正
条
項
。

64　

地
方
法
院
出
張
所
が
お
こ
な
っ
て
い
た
業
務
は
台
湾
総
督
府
法
務
局
『
台
湾
司
法
一
覧　

昭
和
十
六
年
十
月
末
調
査
』（
一
九
四
二
年
）
四
七―

六
五
頁
の
各
表
か
ら
分
か
る
。

65　

苗
栗
地
政
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
本
所
沿
革
」（http://w

w
w

.m
iaoli-land.gov.tw

/02A
boutm

e/index01.asp

）
に
言
う
新
竹
地
方
法
院
苗

栗
出
張
所
の
接
収
の
説
明
。

66　

雲
林
県
北
港
地
政
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
本
所
沿
革
」（http://beigang.land.yunlin.gov.tw

/aboutus/aboutus01.asp

）
な
ど
。

67　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
一
頁
は
楊
纉
杓
の
身
分
を
玉
里
出
張
所
書
記
と
し
て
い
る
が
、
台
湾
総
督
府
編
『
昭
和
十
九
年
一
月
一
日
現
在　

台
湾

総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録
』（
台
湾
時
報
発
行
所　

一
九
四
四
年
、
以
下
『
昭
和
十
九
年
職
員
録
』
と
略
称
）
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も

一
九
四
四
年
一
月
時
点
で
は
、
羅
東
出
張
所
雇
（
日
本
名
は
川
柳
讃
四
郎
）
で
あ
っ
た
。
他
に
基
隆
出
張
所
を
接
収
し
た
林
聡
明
は
同
所
雇
で
あ
っ

た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
基
本
的
に
当
該
出
張
所
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
台
湾
人
が
出
張
所
の
接
収
に
あ
た
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

68　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
一―

四
二
頁
。
台
南
地
方
法
院
各
出
張
所
に
つ
い
て
は
、
同
書
五
三
頁
に
よ
る
と
、
各
出
張
所
の
土
地
建
物
は
台
南
県

政
府
に
移
管
す
る
が
、
同
政
府
と
協
議
の
上
で
法
院
登
記
分
処
を
置
き
、
原
有
人
員
を
留
任
さ
せ
法
人
登
記
業
務
を
お
こ
な
わ
せ
る
も
の
と
し
た
。

新
竹
地
方
法
院
各
出
張
所
に
つ
い
て
は
同
書
六
九
頁
参
照
。
な
お
、『
司
法
接
収
』
三
四
頁
は
、
県
市
政
府
が
四
月
一
日
か
ら
商
業
登
記
を
扱
い
、

（
県
市
政
府
の
）
地
政
機
関
が
四
月
二
一
日
か
ら
不
動
産
登
記
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
と
詳
細
に
分
類
し
て
い
る
。

69　

他
に
植
民
地
時
期
の
法
院
と
一
部
出
張
所
に
併
置
さ
れ
た
機
構
と
し
て
供
託
局
が
あ
る
（
台
湾
総
督
府
供
託
局
官
制
参
照
）。
供
託
局
の
接
収
に

つ
い
て
は
、『
司
法
接
収
』
三
五
頁
、『
断
裂
与
連
続
』
九
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

70　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
〇
九
頁
。
典
獄
長
劉
学
恒
が
一
九
四
六
年
二
月
一
九
日
に
着
任
し
た
際
、
全
看
守
一
六
一
名
中
、
日
本
人
看
守
は
九
四
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名
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
昭
和
十
九
年
職
員
録
』
で
は
台
北
刑
務
所
の
職
員
数
は
七
四
名
で
あ
る
。

71　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
五
三
頁
。『
司
法
接
収
』
な
ど
で
は
二
四
日
と
し
て
お
り
、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
は
二
五
日
の
「
二
」
字
を
脱
落
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

72　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
二
八
頁
。

73　

同
前
一
四
三
頁
。『
司
法
接
収
』
な
ど
で
は
一
九
四
五
年
一
二
月
二
九
日
と
し
、
約
二
箇
月
の
開
き
が
あ
る
。

74　
『
政
府
接
収
台
湾
史
料
彙
編
』
上
、
二
八
九―

二
九
〇
頁
。

75　

同
書
二
九
二
頁
。

76　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
五
頁
。
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
の
評
価
と
意
義
に
つ
い
て
は
同
書
五―

六
頁
お
よ
び
『
断
裂
与
連
続
』
九
五―

九
八
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。
な
お
、『
司
法
接
収
』
四
五
頁
に
は
、
台
湾
高
等
法
院
と
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
法
制
委
員
会
が
起
草
し
た
「
台
湾
省
民
刑
案
件
適
用

法
律
条
例
草
案
」
が
国
防
最
高
委
員
会
の
核
示
を
得
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
条
例
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
。

77　
『
断
裂
与
連
続
』
九
四
頁
、
注
一
七
九
。

78　

首
席
検
察
官
の
異
動
に
つ
い
て
は
、
台
湾
高
等
法
院
検
察
処
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
歴
任
検
察
長
」（http://w

w
w

.tph.m
oj.gov.tw

/ct.asp?xItem
=

62439&
C

tN
ode=15987&

m
p=003

）
が
詳
し
い
。
一
九
四
六
年
一
一
月
に
王
建
今
が
着
任
す
る
ま
で
は
、
数
箇
月
ご
と
に
首
席
検
察
官
が
交
替
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
高
等
法
院
検
察
処
検
察
官
と
台
北
地
方
法
院
お
よ
び
分
院
の
首
席
検
察
官
と
が
持
ち
回
り
で
代
行
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、
台
北
地
方
法
院
首
席
検
察
官
を
蒋
慰
祖
が
兼
務
し
て
い
た
と
き
は
、
検
察
処
の
事
務
管
理
が
ず
さ
ん
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
案
件

の
結
案
状
況
が
簿
冊
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
報
告
が
出
来
な
い
と
、
後
任
の
施
文
藩
に
よ
り
言
い
立
て
ら
れ
て
い
る
（『
台
湾
省
司
法
会
議
』

八
九
頁
）。

79　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
三
六
頁
。「
首
席
報
告
」（
高
等
法
院
首
席
検
察
官
王
建
今
の
報
告
）、
同
書
三
七―

三
九
頁
か
ら
も
審
判
部
門
と
検
察
部
門
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が
対
等
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、『
政
府
接
収
台
湾
史
料
彙
編
』
上
、
二
九
三
頁
参
照
。

80　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
三
五
頁
に
は
一
九
四
六
年
五
月
に
省
内
司
法
関
連
諸
機
関
へ
『
司
法
接
収
』
を
送
達
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
な
お
、

『
司
法
接
収
』
刊
行
以
前
に
、
中
央
通
訊
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
楊
鵬
が
語
っ
た
現
状
認
識
が
「
高
等
法
院
長
楊
鵬
氏
談　

司
法
工
作
現

況
」（『
民
報
』
一
九
四
六
年
三
月
二
七
日
二
面
）
に
載
っ
て
い
る
。
刑
事
案
件
に
つ
い
て
は
、
（一）
政
治
犯
の
釈
放
、
（二）
司
法
保
護
聯
盟
の
観
察
を
前

提
と
し
た
軽
罪
の
犯
人
の
保
釈
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
か
ら
台
湾
民
刑
事
案
件
処
理
辦
法
が
頒
行
さ
れ
た
が
、

訴
訟
過
程
に
関
す
る
こ
と
が
規
程
さ
れ
る
の
み
で
、
法
令
の
援
用
に
関
し
て
は
現
在
検
討
中
か
つ
指
示
待
ち
の
状
況
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。

81　
『
司
法
接
収
』
四
二
頁
。

82　

同
前
。

83　
『
司
法
接
収
』
四
三
頁
。

84　
「
職
員
録
」、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一―
二
七
頁
と
『
昭
和
十
九
年
職
員
録
』、『
昭
和
十
七
年
十
一
月
一
日
現
在　

台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職

員
録
』（
台
湾
時
報
発
行
所　

一
九
四
三
年
、
以
下
『
昭
和
十
七
年
職
員
録
』
と
略
称
）
を
比
較
参
照
し
た
。
総
督
府
職
員
録
は
台
湾
名
お
よ
び
本

来
の
本
籍
を
確
認
す
る
た
め
に
複
数
年
分
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
総
督
府
編
『
昭
和
十
五
年
七
月
一
日
現
在　

台
湾
総
督
府

及
所
属
官
署
職
員
録
』（
台
湾
時
報
発
行
所　

一
九
四
〇
年
）、
同
編
『
昭
和
十
六
年
七
月
一
日
現
在　

台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録
』（
台
湾

時
報
発
行
所　

一
九
四
一
年
）
も
本
籍
の
確
認
な
ど
の
た
め
に
参
照
し
た
（
そ
れ
ぞ
れ
『
昭
和
十
五
年
職
員
録
』、『
昭
和
十
六
年
職
員
録
』
と
略

称
）。
な
お
、
台
南
地
方
法
院
と
同
嘉
義
分
院
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
割
合
で
本
島
人
職
員
が
留
用
さ
れ
て
い
る
。

85　
『
昭
和
十
七
年
職
員
録
』
三
八
〇―

三
八
四
頁
と
『
昭
和
十
九
年
職
員
録
』
二
五
三―

二
五
七
頁
を
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
本
島
人
の
被
雇
用
者

が
増
加
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
看
守
長
ク
ラ
ス
に
本
籍
を
台
湾
と
す
る
者
を
見
出
す
こ
と
は
な
く
、
通
訳
で
さ
え
日
本
人
が
ほ
ぼ
す
べ
て
を
占
め
る

の
は
、
法
院
と
異
な
る
配
慮
が
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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86　
「
台
籍
法
律
人
」
六
二
五―

六
三
七
頁
。

87　
『
司
法
接
収
』
四
三
頁
。『
台
湾
省
司
法
会
議
』
編
輯
時
ま
で
に
推
事
と
な
っ
た
台
湾
人
は
、
判
官
か
ら
の
留
用
者
以
外
に
劉
増
銓
、
呉
鴻
麒
（
台

北
地
方
法
院
、
呉
は
高
等
法
院
出
向
）、
施
炳
訓
（
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
分
院
、
花
蓮
港
地
方
法
院
か
ら
転
属
）、
蘇
樹
発
、
許
乃
邦
、
葉
作
楽
（
台

中
地
方
法
院
）、
鍾
徳
鈞
、
王
清
風
（
台
南
地
方
法
院
、
鍾
は
高
雄
地
方
法
院
か
ら
転
属
）、
林
玉
秋
、
黄
宗
焜
、
劉
発
清
（
台
南
地
方
法
院
嘉
義
分

院
）、
戴
炎
輝
、
陳
天
錫
（
高
雄
地
方
法
院
、
戴
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
台
湾
大
学
に
転
任
）、
頼
耿
松
（
花
蓮
港
地
方
法
院
）
が
居
る
。
各
人
の

経
歴
に
つ
い
て
は
「
台
籍
法
律
人
」
六
二
五―

六
三
七
頁
に
詳
し
い
。
な
お
、「
全
省
各
法
院　

推
事
・
検
察
官
派
定
」（『
民
報
』
一
九
四
六
年
一

月
一
八
日
一
面
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

88　

陳
世
栄
（
台
中
地
方
法
院
検
察
処
）、
張
有
忠
（
台
南
地
方
法
院
検
察
処
）、
鄭
松
筠
、
呂
春
生
（
花
蓮
港
地
方
法
院
検
察
処
）
の
四
名
。『
台
湾

省
司
法
会
議
』
一
八
頁
に
張
有
志
と
あ
る
の
は
張
有
忠
の
誤
り
。
蕭
祥
安
も
比
較
的
早
い
時
期
に
台
北
地
方
法
院
検
察
処
検
察
官
で
あ
っ
た
。

89　
『
司
法
接
収
』
四
三―

四
四
頁
。

90　
「
饒
法
院
長
将
降
格　

各
団
体
挽
留
無
効　

獄
吏
開
始
総
罷
業
」、『
民
報
』
一
九
四
六
年
一
一
月
三
〇
日
四
面
。
事
件
の
中
心
と
な
っ
た
台
湾
第

二
監
獄
は
会
計
担
当
者
を
除
き
、
す
べ
て
の
職
員
が
台
湾
人
で
あ
っ
た
。
台
中
地
方
法
院
も
書
記
官
全
員
が
台
湾
人
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
に

あ
っ
た
。
対
し
て
、
台
中
地
方
法
院
検
察
処
が
記
事
の
中
に
見
え
な
い
の
は
、
台
湾
人
職
員
が
少
な
く
、
反
対
運
動
を
静
観
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
こ
の
と
き
の
院
長
職
の
交
替
が
反
対
運
動
を
引
き
起
こ
し
た
背
景
に
は
、
台
中
県
警
察
局
血
案
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い

（「
台
中
県
警
局
案　

手
続
皆
依
照
法
律　

法
警
無
越
軌
行
動
」、『
民
報
』
一
九
四
六
年
一
一
月
一
五
日
三
面
。「
釈
放
命
令
被
拒
絶　

法
官
們
憤
怒

異
常
」
な
ど
、
同
一
一
月
一
八
日
三
面
。「「
擁
護
司
法
尊
厳
」
対
台
中
県
警
察
局
血
案　

省
垣
三
団
体
表
示
態
度
」
な
ど
、
同
一
一
月
二
〇
日
三

面
。「
台
中
県
警
局
案　

関
係
者
上
北
候
審　

為
挽
留
饒
法
院
長
各
団
体
代
表
上
北
陳
情
」、
同
一
二
月
四
日
四
面
。）。

91　

弁
護
士
会
の
律
師
公
会
へ
の
改
編
と
当
時
の
弁
護
士
業
務
の
変
遷
に
関
し
て
は
、『
断
裂
与
連
続
』
一
〇
一―

一
〇
二
頁
、「
台
籍
法
律
人
」

六
〇
五―

六
一
一
頁
が
詳
し
く
、
本
稿
で
は
最
低
限
の
既
述
に
と
ど
め
る
。
な
お
、「
台
籍
法
律
人
」
当
該
頁
は
台
中
律
師
公
会
の
実
態
を
詳
述
し
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て
い
る
。
他
に
台
北
に
特
化
し
た
論
考
と
し
て
、
王
泰
升
・
曽
文
亮
編
著
『
二
十
世
紀
台
北
律
師
公
会
会
史
』（
台
北
律
師
公
会　

二
〇
〇
五
年
）

一
一
六―

一
三
〇
頁
が
あ
る
。

92　
『
司
法
接
収
』
一
四―

一
五
頁
。
前
掲
『
台
湾
司
法
一
覧
』
二
六―

二
七
頁
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
四
年
に
一
七
七
名
い
た
弁
護
士
は
、
一
九
四
〇

年
時
点
で
一
二
二
名
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
お
よ
そ
百
名
強
の
弁
護
士
会
登
録
者
数
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、『
司
法
接
収
』
に
あ
る

弁
護
士
会
登
録
者
数
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
弁
護
士
会
の
登
録
者
数
は
資
料
に
よ
っ
て
異
な
る
。
前
掲
『
二
十
世
紀
台
北
律
師
公

会
会
史
』
六
九―
七
一
頁
に
は
『
台
湾
司
法
一
覧
』
と
異
な
る
数
値
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
台
北
弁
護
士
会
登
録
者
数
ひ
と
つ
を
と
っ
て

も
、『
二
十
世
紀
台
北
律
師
公
会
会
史
』
は
五
七―

五
九
頁
、
六
九―

七
一
頁
で
四
種
類
の
数
値
を
挙
げ
て
い
る
。

93　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
三
頁
。
台
湾
省
弁
護
士
整
理
暫
行
辦
法
は
一
部
修
正
の
上
、
一
九
四
六
年
七
月
一
日
に
「
台
湾
省
弁
護
士
整
理
辦
法
」

と
し
て
公
布
さ
れ
た
（「
台
籍
法
律
人
」
六
〇
五―

六
〇
七
頁
）。

94　
『
司
法
接
収
』
四
九
頁
。

95　

同
前
。

96　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
三
頁
。

97　

同
前
五
二
頁
。

98　

同
前
一
一
〇
頁
。『
司
法
接
収
』
五
〇
頁
。

99　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
〇
九
頁
。『
司
法
接
収
』
四
六
頁
で
は
台
湾
全
省
か
ら
日
本
に
送
還
さ
れ
た
既
決
犯
が
一
三
六
名
、
未
決
犯
が
一
二
一
名

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
台
湾
第
一
監
獄
だ
け
で
も
既
決
犯
一
五
六
名
、
未
決
犯
一
三
七
名
（
う
ち
韓
国
籍
四
名
）
が
送
還
さ
れ
て
い
る
。

100　
『
司
法
接
収
』
五
〇―

五
一
頁
。

101　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
一
〇
頁
、
一
二
四
頁
な
ど
参
照
。

102　

同
前
一
〇
九
頁
、
一
四
三
頁
な
ど
参
照
。
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103　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
三
四
頁
か
ら
す
る
と
、
一
九
五
二
年
、
一
九
六
四
年
が
監
獄
職
員
数
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
。
し
か
し
、『
台
湾
司
法
一
覧
』

一
二
〇―

一
二
一
頁
と
比
較
す
る
と
、
職
員
数
は
植
民
地
時
期
の
三
分
の
一
程
度
に
過
ぎ
な
い
。「
光
復
」
後
の
司
法
人
事
の
一
般
状
況
に
つ
い
て

は
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
六
五―

六
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

104　

外
務
省
条
約
局
法
規
課
編
『
外
地
法
制
誌
第
三
部
の
三　

日
本
統
治
下
五
十
年
の
台
湾
』（
一
九
六
四
年
）
一
三
七
頁
。
一
九
二
三
年
、
勅
令

四
一
号
に
よ
り
、
司
法
代
書
人
法
が
施
行
さ
れ
た
。
一
九
三
五
年
に
勅
令
八
一
号
で
司
法
書
士
法
を
施
行
し
、
名
称
も
司
法
書
士
と
し
た
。

105　
『
台
湾
司
法
一
覧
』
二
六―

二
七
頁
。『
司
法
接
収
』
一
六―

一
七
頁
。
ま
た
、『
断
裂
与
連
続
』
一
〇
三
頁
。
本
島
人
の
司
法
書
士
（
司
法
代
書

人
）
の
活
動
実
態
に
つ
い
て
は
、『
口
述
歴
史
専
刊
４　

代
書
筆
、
商
人
風　

百
歳
人
瑞
孫
江
淮
先
生
訪
問
紀
録
』（
遠
流
出
版
公
司　

二
〇
〇
八

年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

106　
『
司
法
接
収
』
五
一―

五
二
頁
。

107　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
四
三―

四
四
頁
。

108　

同
前
五
二―

五
三
頁
。

109　

前
掲
『
代
書
筆
、
商
人
風
』
二
五
一
頁
。
同
書
二
五
〇
頁
に
よ
る
と
、「
光
復
」
後
の
司
法
書
記
の
業
務
は
、
土
地
代
書
と
一
般
代
書
に
分
か
れ

た
と
い
う
。

110　
『
台
湾
司
法
一
覧
』
一
三
一
頁
。

111　
『
司
法
接
収
』
五
三
頁
。

112　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
一
三
六
頁
。

113　
『
代
書
筆
、
商
人
風
』
二
六
二―

二
六
三
頁
。

114　
『
民
報
』
一
九
四
六
年
一
二
月
二
〇
日
三
面
、
二
三
日
三
面
。
な
お
、
日
程
が
重
な
る
か
た
ち
で
、
台
湾
省
参
議
会
第
一
届
第
二
次
大
会
が
台
北

に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
た
。
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115　

学
歴
と
し
て
の
「
肄
業
」
は
、
中
学
肄
業
な
ど
の
用
法
か
ら
推
測
す
る
に
、
中
退
な
ど
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

116　

詳
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

一
、 

職
員
録
（
一
、
台
湾
高
等
法
院
曁
所
属
各
地
方
法
院
職
員
録　

二
、
台
湾
高
等
法
院
検
察
処
曁
所
属
各
地
方
法
院
検
察
処
職
員
録　

三
、

台
湾
監
獄
職
員
録
）

　
　
　

二
、 
台
湾
省
司
法
会
議
開
幕
会
紀
録
（
一
、
首
席
致
開
会
詞　

二
、
長
官
致
詞　

三
、
来
賓
致
詞
）

　
　
　

三
、 

台
湾
省
司
法
会
議
大
会
紀
録
（
一
、
主
席
報
告　

二
、
首
席
報
告　

三
、
銭
庭
長
報
告　

四
、
台
北
地
方
法
院
院
長
廖
嵃
報
告　

五
、
台

中
地
方
法
院
院
長
池

報
告　

六
、
台
南
地
方
法
院
院
長
涂
懐
楷
報
告　

七
、
新
竹
地
方
法
院
院
長
欧
陽
漢
報
告　

八
、
高
雄
地
方
法
院

院
長
孫
徳
耕
報
告　

九
、
花
蓮
港
地
方
法
院
院
長
鄭
邁
報
告　

十
、
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
分
院
院
長
施
炳
訓
報
告　

十
一
、
台
南
地
方
法

院
嘉
義
分
院
院
長
林
玉
秋
報
告　

十
二
、
台
北
地
方
法
院
検
察
処
首
席
検
察
官
施
文
藩
報
告　

十
三
、
台
中
地
方
法
院
検
察
処
首
席
検
察

官
陳
丞
城
報
告　

十
四
、
台
南
地
方
法
院
検
察
処
首
席
検
察
官
陳
樟
生
報
告　

十
五
、
新
竹
地
方
法
院
検
察
処
首
席
検
察
官
毛
錫
清
報
告

　

十
六
、
高
雄
地
方
法
院
検
察
処
代
首
席
検
察
官
章
烱
光
報
告　

十
七
、
花
蓮
港
地
方
法
院
検
察
処
首
席
検
察
官
鄭
松
筠
報
告　

十
八
、

台
北
地
方
法
院
宜
蘭
分
院
検
察
処
首
席
検
察
官
黄
亮
報
告　

十
九
、
台
南
地
方
法
院
嘉
義
分
院
検
察
処
首
席
検
察
官
謝
仲
棠
報
告　

二
十
、
台
湾
第
一
監
獄
典
獄
長
劉
学
恒
報
告　

廿
一
、
台
湾
第
二
監
獄
典
獄
長
頼
遠
輝
報
告　

廿
二
、
台
湾
第
三
監
獄
典
獄
長
邱
鴻
恩
報

告　

廿
三
、
台
湾
少
年
監
獄
典
獄
長
林
滋
培
報
告　

廿
四
、
台
湾
第
一
監
獄
第
一
分
監
分
監
長
李
柱
報
告　

廿
五
、
台
湾
第
三
監
獄
第
一

分
監
分
監
長
李
増
礼
報
告　

廿
六
、
台
湾
第
三
監
獄
第
二
分
監
分
監
長
呂
見
発
報
告
）

　
　
　

四
、
提
示
（
一
、
院
長
提
示　

二
、
首
席
提
示
）

　
　
　

五
、 

議
決
案
（
甲
、
法
令
類　

乙
、
審
検
類　

丙
、
文
牘
類　

丁
、
人
事
類　

戊
、
総
務
類　

己
、
会
計
類　

庚
、
監
獄
類　

辛
、
員
警
類　

壬
、
建
議
類　

癸
、
其
他
類
）

　
　
　

六
、
閉
会
詞
（
一
、
主
席
閉
会
詞　

二
、
首
席
閉
会
詞
）
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117　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
二
九―

三
〇
頁
。

118　

第
一
監
獄
第
二
分
監
の
報
告
が
な
い
の
は
、
分
監
長
郭
明
堂
が
実
際
に
は
着
任
前
の
出
席
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

119　

一
九
三
五
年
の
全
国
司
法
会
議
、
一
九
四
三
年
の
全
国
司
法
行
政
会
議
（
南
京
国
民
政
府
主
催
）、
一
九
四
七
年
の
全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
の

い
ず
れ
に
も
全
国
な
い
し
地
域
の
律
師
公
会
代
表
が
参
加
し
て
い
る
が
、
か
れ
ら
は
旺
盛
に
提
案
や
発
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

120　

九
件
目
は
、『
民
報
』
上
で
は
そ
の
他
の
あ
つ
か
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
司
法
業
務
で
使
用
す
る
言
語
か
ら
派
生
す
る
問
題
で
あ
り
、
非
常
に
重

要
な
論
点
で
あ
る
。
な
お
、
全
提
案
は
百
六
十
余
件
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
関
連
提
案
は
一
括
し
て
議
論
さ
れ
る
た
め
、
議
決
数
は
提
案
数
よ
り

も
少
な
く
な
る
。

121　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
五
九
頁
。

122　

同
前
一
六
三
頁
。

123　

同
前
一
五
九―

一
六
〇
頁
。
ま
た
、
一
六
四
頁
。

124　

同
前
一
六
六―

一
六
七
頁
。

125　

同
前
一
七
一
お
よ
び
一
七
二
頁
。

126　

同
前
一
七
二
頁
。

127　

こ
の
点
に
関
し
て
、「
議
決
案
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
囚
糧
の
材
料
を
自
家
栽
培
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
環
境
下
で
、
糧
食
改
善
の
意
見
が

あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
一
一
頁
、
一
二
三
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

128　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
七
二
頁
。

129　

同
前
一
七
一
頁
。

130　

同
前
一
七
二
頁
。

131　

同
前
一
七
三
頁
。
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132　

同
書
五
一
頁
。

133　

同
書
一
七
七
頁
に
は
、
司
法
季
報
や
司
法
年
報
の
よ
う
な
刊
行
物
を
出
す
べ
き
と
の
議
決
案
が
記
載
さ
れ
る
が
、
中
華
民
国
法
学
会
台
湾
分
会
に

直
接
に
か
か
わ
る
決
議
案
は
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
に
は
な
い
。

134　

同
書
一
七
四―

一
七
五
頁
。

135　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
一
〇
三―

一
〇
四
頁
。

136　
『
台
湾
省
司
法
会
議
』
一
六
五
頁
。

137　

同
前
一
七
五
頁
。

138　

同
前
五
一―

五
二
頁
。

139　

張
有
忠
『
外
地
人
・
外
国
人
と
日
本
人　

あ
る
外
地
人
弁
護
士
の
歩
み
と
願
い
』（
私
家
版　

一
九
八
五
年
）
五
五―

五
六
頁
。
逆
に
「
国
語
」

会
話
習
得
に
苦
し
ん
だ
事
例
と
し
て
『
代
書
筆
、
商
人
風
』
二
四
九―

二
五
〇
頁
。

140　
「
台
南
地
方
法
院
院
長
涂
懐
楷
報
告
」、『
台
湾
省
司
法
会
議
』
五
一―

六
八
頁
。

141　

同
前
五
八
頁
。

142　
「
台
籍
法
律
人
」
六
〇
五
頁
で
は
、
台
湾
省
弁
護
士
整
理
辦
法
に
か
か
わ
る
『
国
民
政
府
公
報
』
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
政
府
全
体
で
台

湾
関
連
事
務
に
表
だ
っ
て
充
た
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

143　
『
司
法
公
報
』（
京
）
七
七
〇―

七
八
二
号
合
刊
一
二―

一
三
頁
。

144　

同
前
一
六
頁
。

145　
『
司
法
公
報
』（
京
）
七
八
三―

七
九
五
号
合
刊
（
一
九
四
七
年
六
月
）
一
五
頁
。

146　

同
前
二
三―

二
四
頁
。

147　

同
前
三
四―

三
五
頁
。
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148　
『
司
法
公
報
』（
京
）
八
〇
九―

八
二
一
号
合
刊
（
一
九
四
八
年
三
月
）、
二
四―

二
五
頁
。
な
お
、
こ
の
合
刊
が
南
京
発
行
の
『
司
法
公
報
』
最

終
号
で
あ
る
。

149　

汪
精
衛
の
南
京
国
民
政
府
で
も
一
九
四
三
年
一
月
に
全
国
司
法
行
政
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
同
政
権
の
勢
力
範
囲
に
あ
っ
た
機
関
長
の
み

が
参
加
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
議
論
は
限
定
的
に
あ
つ
か
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

150　
『
全
国
司
法
行
政
検
討
会
議
』
一
六
三―

一
六
四
頁
。

151　
『
台
湾
司
法
二
十
年
』
五
一―

五
二
頁
。

152　

こ
の
期
間
の
台
湾
に
関
し
て
判
例
全
文
集
成
が
あ
る
な
ら
ば
初
歩
的
な
考
察
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

〔
付
記
〕　

二
校
時
に
曽
文
亮
・
王
泰
升
「
被
併
呑
的
滋
味―

戦
後
初
期
台
湾
在
地
法
律
人
才
的
処
境

遭
遇
」（『
台
湾
史
研
究
』
一
四
巻
二
期　

二
〇
〇
七
年
）
の
存
在
を
知
っ
た
。
本
稿
の
関
心
と
重
な
る
部
分
が
あ
り
、
併
せ
て
一
読
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
を
訪
問
し

た
際
、
同
館
所
蔵
台
湾
関
連
史
料
を
影
印
し
た
陳
雲
林
主
編
『
館
蔵
民
国
台
湾
档
案
彙
編
』（
九
州
出
版
社　

二
〇
〇
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
が
、
台
湾
の
諸
機
関
を
除
き
、
自
由
に
閲
覧
で
き
る
環
境
に
な
く
、
本
稿
で
の
利
用
は
断
念
し
た
。
今
後
、
閲
覧
の
機
会
が
得
ら

れ
れ
ば
、
同
書
も
用
い
て
補
正
に
努
め
た
い
。



 iii 

“接收台灣司法”小考

加　藤　雄　三

　　1945年 10月 25日，台灣省行政長官陳儀宣布中華民國政府將台灣置于主

權之下。從此開始接管臺灣總督府所屬各機關。有關司法機關和訴訟案件，台灣

省接收委員會司法法制組方面，尤其是台灣高等法院為主體進行接管。

　　在接管台灣全省法院、法院檢察處、監獄方面，確立中華民國統治體制為止

的過渡期措施，為了應對人員不足和地域情況，留用了部分台灣人。但是，位居

指導者地位的台籍人員非常稀少，這不僅在司法機關之中，而且在社會當中也加

劇了矛盾。

　　從《臺灣省司法會議　報告書・議決案》可以看到，二二八事件之前，台灣

司法當局一方面利用殖民地遺留下來的制度，想加強 “ 中華民國 ” 的統治。殖民

地時期 “ 台灣人 ” 認同已出現。無論從財政上，還是從人才方面都不完善的台灣

司法當局成為核心，如何引導 “ 台灣人 ” 居住的台灣的司法，是當時内在的關鍵

問題。
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